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（午前９時30分 開議） 

○議長（森下伸吾君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員は18名で全員であります。 

                     

○議長（森下伸吾君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（森下伸吾君）日程第１ 会議録署名

議員の指名 を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、７番 岡君、

12番 小林君の２名を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（森下伸吾君）日程第２ 一般質問を

行います。今回の一般質問の通告者は17人で

あります。 

 質問は会議規則第62条の規定により、別紙

の順序により発言を許します。 

 順番１、３番 岡本君。 

〔３番（岡本喜好君）登壇〕 

○３番（岡本喜好君）おはようございます。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問の

ほうをさせていただきます。今回につきまし

ては四点させていただきます。 

 １番、ＰＤＣＡサイクルについて。 

 令和４年度主要成果報告において、予算の

執行額、年度推移による実績が主な内容とな

っていますが、長期総合計画における目標に

対する進捗管理、評価・改善の方向性が記載

をされておりません。そのため、決算審査特

別委員会においても、進捗管理や事業の検証

結果、評価・改善、次年度予算への反映に関

する質問が多く行われました。ＰＤＣＡサイ

クルが効果的・効率的に行われ、議会へ明確

に説明する必要があると考えますが、現在の

執行部の中でどのように行われているのかを

伺います。 

 二点目、農業施策について。 

 37％という食料自給率の低い日本において、

国際情勢の不安定化、食料や燃料の価格高騰

は市民の生活に直接影響を及ぼす要因となっ

ております。安心安全で安定的な食を確保す

るために農業振興は欠かせません。しかしな

がら、橋本市の就農人口、特に農産物販売を

一定のなりわいとしている販売農家は、2010

年1,187戸から2020年に899戸となり、10年間

で約25％減少しました。経営耕地面積も、2010

年884haから2020年829haと約18％減少をしま

した。就農者の高齢化に伴う農業従事者の後

継や事業承継は喫緊の課題ですが、長期計画

における担い手や育成に関する施策の効果と

進捗状況について伺います。 

 １番、農業従事者の担い手の確保と育成施

策に関する目標値と実績・評価。令和４年度

の新規就農目標値と新規就農者数。市が連携

した営農指導実績。農作物栽培講習会の参加

実績と就農実績。農業収入目標値の設定根拠

と新規就農を誘引する施策の評価について。
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生産量と出荷額の均衡と販路の拡大、収入増

加施策。 

 三点目、ごみ収集施策について。 

 可燃ごみの収集日の増加要望は新興住宅地

地区にとどまらず、橋本市各地区で要望を受

けます。市の財政健全化計画への協力と子ど

も医療費の無償化への転用の理解の下、収集

日の週１回が行われておりますけれども、財

源に少し余裕が出てきた市政に対して、「せめ

て夏場だけでも」と事業の復活を強く望む声

があります。住民の福祉の増進を図るという

地方自治体の基本に立ち返り、夏場４か月間

の可燃ごみ収集の週２回化を再度検討し、行

政サービスの適正化を図ることを要望いたし

ます。 

 次に行政での収集回数が変更できなくとも、

仮に区・自治会が独自に追加の生ごみ収集を

しようとしても、現在の市の制度では生活ご

みの許可業者がなく、契約を結ぶことができ

ません。現在の規制を緩和し、区・自治会が

自主性を持って市を通じて委託、または個別

に生活ごみの収集契約を結ぶことができるよ

う要望いたします。 

 四点目、道路修繕施策について。 

 市民の皆さまから多く寄せられる要望の一

つが道路の補修・修繕です。市道の陥没、ひ

び割れ、区画線や停止線・横断歩道の線が消

えている等様々な声が寄せられます。高齢者

率の高い地域では電動カートの利用や、主要

道路ではロードバイクなどスピードを出す自

転車も散見され、危険を感じることが少なく

ありません。 

 また、市道の雑草の整備不足は住民の住環

境を損なうとともに景観を損ない、市外から

訪れた移住検討者・観光客の橋本市に対する

印象を悪くします。 

 道路の所管は国、県、市、そして警察など

が縦割りで所管していますが、市内の道路の

維持管理について、関係機関との連携要領、

市民の安全安心を高めるために、市の道路修

繕施策について伺います。 

 道路修繕の関係機関との連携要領及び処理

率の進捗状況。 

 限られた予算の中で補修を余儀なくされて

いますが、道路整備に関する予算要望の状況

について。 

 以上四点、答弁をよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（森下伸吾君）３番、岡本君の質問項

目１、ＰＤＣＡサイクルに対する答弁を求め

ます。 

〔総務部長（井上稔章君）登壇〕 

○総務部長（井上稔章君）皆さん、おはよう

ございます。 

 それでは、ＰＤＣＡサイクルについてお答

えします。 

 本市の主要施策成果報告書は、地方自治法

第233条第５項に定める当該決算に係る決算

年度における主要な施策の成果を説明する書

類として毎年９月市議会定例会に、各会計歳

入歳出決算書と併せ提出しています。 

 この報告書の構成といたしましては、主に

所属別に決算額が発生した事務事業について

の内訳や成果について記載しており、決算書

の附属資料として提出しています。 

 さて、議員のＰＤＣＡサイクルが効果的・

効率的に行われ、議会への明確に説明する必

要があると考えるが、現在の執行部の中でど

のように行われているのかとのおただしです

が、本市では長期総合計画を着実に推進して

いくために、予算との連動性を図り、施策の

選択と集中、効果的・効率的な行政運営と行

政評価を活用したＰＤＣＡサイクルに基づく

施策の進行管理を行っています。 

 具体的には、実施計画の作成に基づき予算

を編成し、事業実施後、翌年度に施策評価、
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事務事業評価による事業の改善及び次年度予

算への反映を行っています。また、事務事業

評価や施策評価については、市ホームページ

で公表しているところです。 

 次に評価等の時期についてですが、本市で

は、次年度予算への反映を主眼に置き、国や

県の次年度の動向もある程度予想できる10月

から11月にかけて行い、直後の予算要求につ

なげているのが現状です。 

 このことから、決算認定資料提出時に事務

事業評価や施策評価の報告書を併せて提出す

ることはできませんが、議会との意思疎通は

必要だと考えますので、現資料について、今

後意見を聞きながら、必要に応じて改良して

いきたいと考えています。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君、再質問

ありますか。 

 ３番、岡本君。 

○３番（岡本喜好君）ありがとうございます。 

 まず一つ目、ＰＤＣＡサイクルは業務を効

果的・効率的に行政運営を行うため、適切に

行われている認識でありますということで、

市のほうのご答弁を頂きました。 

 そこで質問です。第２次橋本市長期総合計

画の後期計画基本計画のうち、前期基本計画

の評価検証を37項目されておりますけれども、

Ａ評価は農林業、消費生活、上下水道の３件、

Ｂ評価は６件、残りの28件についてはＣ評価

です。ＰＤＣＡサイクルは有効に機能し、所

望の成果を上げているとお考えでしょうか。

市の見解を伺います。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）長期総合計

画後期基本計画策定にあたりまして、前期５

年の進捗状況や成果について評価を行いまし

た。評価につきましては、目標指標の達成状

況などを総合的に勘案して評価を行うととも

に、各施策の課題や今後の方針を示しまして

予算編成や業務改善を行い、ＰＤＣＡサイク

ルを行っております。 

 平成30年度から令和４年度までの前期基本

計画の期間中に、新型コロナウイルス感染症

の影響によりまして各事業の執行停止や縮小

しての実施ということの影響などによりまし

て、進捗に遅れが生じ、Ｃ評価となった施策

項目が多くなりました。施策評価により課題

や方向性を共有し、改善に努め、進捗や成果

が上がるように今後も取組みを進めてまいり

たいと思っています。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）コロナを理由にＣが多

いということでしたけれども、コロナのほう

が５類になったということなのでスピード感

を持って、評価に対していかに改善していく

かということに取り組んでいただきたいとい

うふうに思っております。事業評価について

は後日公表ということなので、どのような成

果指標をつくられて、それに対してどういう

評価をしたか、それに対してどういう効果が

あったのか、見せさせていただこうと思いま

す。 

 次年度、予算策定に反映させるため、前年

度決算に基づき事務事業評価を行うという答

弁がございました。10月末に市長、議員、諸

官を連れて予算要望を国のほうへしていただ

きましたけれども、21項目ですかね、陳情を

していただきました。陳情の内容選定の際に、

事業評価というものは活用されておられるの

でしょうか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）例年、議員

各位にもご協力を頂きまして、要望活動を行

っているところでございます。その内容に関

しましては、国庫補助金や交付金の制度の拡

充や創設、それから補助要件の緩和、期限が

設けられている起債の延長や地方交付税措置
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等への配慮を求めるものなど、市の事業を推

進していく上で欠かせない財源確保に重点を

置いたもの、それから、市に対して頂いてい

る各種団体などからの要望などに関して国の

支援を求めるものなど、その時点で課題とな

っている案件を各部で洗い出しを行いまして、

これまで行った要望の経緯も考慮しながら決

定しているものでございます。事務事業評価

の結果に直接基づくものではございません。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）ありがとうございます。

私のほうはそこは勉強不足ということで、今

後、そういう形で見させていただきたいと思

います。 

 ただ、一点気になったのが、満足度評価の

中で重要度が高くて満足度が低いもの、何か

と言うと、要は公共交通機能の充実というも

のと、あと、道路の維持補修が高かったです

かね。そういったものが住民が強く要望をさ

れていて、しかも重要だということがある中

で、そういう観点の項目が要望の中に少し薄

かったのかなということを鑑みまして、市の

中で計画的にできているんならいいんですけ

れども、そこが弱ければ、そこは制度上、僕

も勉強していないですけども、国・県に協力

を仰いで、少しでも市民の満足度を上げるた

めの努力をしていただきたいというふうに考

えております。 

 最後に、ＰＤＣＡサイクルを進めていく上

で私の思いというものを、三点ほどお伝えさ

せていただきたいと思います。 

 一点目は、仕事の本質というのを見誤らな

いでほしいということなんです。私も自衛官

で公務員をやっていましたので、こういうこ

とを実際やっていたので分かるんですけども、

ＰＤＣＡは、目標に対して効率的・効果的に

業務を見直しするための、まず手段です。し

かし、目標そのものがずれていたり間違って

いたりすると、全ての努力が無駄になってし

まうということなんです。 

 私、元自衛官なので、よく皆さんから「蛇

とかカエルとか食べるの」と言われます。で

も、自衛隊ってそもそもは国を守る組織です

ので、蛇とかカエルを食べるのが仕事じゃな

いんですよね。本来は十分な装備とか訓練を

施して、食料も前線に届けて、これなら僕た

ちは戦えますと、そういう環境を整えるのが

まさに執行部というか、本部の役割なんです。

現場の隊員は最悪、武器、弾薬がなくなって

も最後まで任務を達成するんだ、そういう気

概と能力って必要です。でも、本部の人間が、

それが大事なんだってやっちゃうと本末転倒

になってくる。これが市政でも言えると思う

んです。 

 先月、決算委員会で９番議員ですかね、こ

ども食堂の話でちょっと触れられたと思うん

ですよね。こども食堂を各地区に設定する。

これは大事なことだと思うんです。しかしな

がら、うちの市は、こども食堂が全地区に配

備されているんです、あるんです、充実して

いるんですというのを誇る市じゃなくて、実

は、こども食堂がないほうが本当はいいんで

すよね。そういう人がいなくて皆さん幸せな

んです、そういう市をめざしていきましょう

と。あくまでそういう目標を持ってやってい

く。こういうことをやっていかないと本質が

ずれてくるんじゃないかなと私は思うので、

できれば、うちの市はこども食堂を必要とし

ないぐらいに幸せな人ばかりなんだという宣

言をできるようなまちづくり、これに取り組

んでいただきたいというのが一点目です。 

 二点目は、目的と施策の違いと評価の実行

の可能性に関してです。同じく９番議員とず

っとしゃべっていたとき、ハシモの話になり

ました。当然、質疑をしたときもお話しさせ

てもらったんですけども、市内事業者の経済



－14－ 

効果、それとＤＸの推進をすると、二つの目

的があったと思うんです。私は経済効果を大

きくするためには、プレミアム率を下げて経

済効果を大きくしたらどうですかという話を

させていただきました。 

 一方、実際行ってみると、ＤＸの推進とい

う目的で見たらどうなのか。実際、地域の方々

からは、「私、ガラケーしか持ってないよ」、

「チーカ、使うのちょっとええわ」という声

があるんですよね。そうなったときに、どっ

ちを取るかなんです。今、取り残されちゃ駄

目な人に使ってもらうためには、逆に30％プ

レミアム率じゃなくて、40％、50％のプレミ

アム率をつけて、そういうことやったら、そ

こまでつくんやったらやってみるわというこ

とを思ってもらう。ということは、目的が経

済効果なのかＤＸ推進なのかという二つの目

的を持ったときに、プレミアム率を下げてお

金をいっぱい使ってもらうか、それとも、プ

レミアム率を上げてＤＸの推進を取るのか、

これ、二つの目的に応じて施策が全く正反対

になっていくという特性があると思うんです。 

 そういうことを鑑みまして、これから事業

をやっていくためには、事業目標、何のため

にやるのかというのをよく決めて、各種施策

というのを実行していただきたいと思います。

事業目標は目的に対して決定的な意義を有し、

しかも、実行可能な目標というのを立てる必

要がございます。関連性の薄い目標、二つの

目的を設定したがために中途半端な目標を設

定してしまい、その目標達成に一生懸命予算

と労力をつぎ込み、結果として事業効果を得

られないことになりかねません。市民の血税、

現場の職員の汗を無駄にしないためにも、幹

部の方には目的と目標の関係をいま一度考え

直していただき、もし修正の余地があるとお

考えがあれば、目的達成のための明確な目標、

これを立て直していただきたいと考えており

ます。 

 次に、事業評価の可能性、ハシモについて

言えば、経済効果というのは使用額に応じて

評価可能と私も考えます。しかしながら、Ｄ

Ｘの推進、どれだけ今の現状からＤＸを推進

できたんだということをどうやって評価する

んでしょうか。参加店舗数とか橋本市在住の

購入者の数、これは多分確認できるんです、

現状として。でも、今持っていなかった人が

持っている、持つようになった。この評価っ

てどうやって取るんですかという話なんです

ね。だから、事業をやるときは、どうやって

評価をするかも考えて事業をやらないと、評

価できないものなので改善のしようもないと

いう形になってしまうので、ＰＤＣＡは達成

度を確認できる成果指標を的確にする必要が

ございます。 

 各事業の来年度評価、ＤＸの推進について

の評価報告、特にハシモについては、どれだ

けＤＸが推進できたのかということについて

は、どういう指標で成果指標を持たれたのか、

これもあわせて見させていただきたいという

ふうに思います。 

 最後に三点目、これが一番大事なのかもし

れないんですけれども、橋本市のそもそもの

ＰＤＣＡサイクルをするための目標です。橋

本市の一丁目一番地、何を最重要に政策を行

わなくてはならないのかと考えたときに、私

は長期計画の重点施策で上がっている、いか

に人口減少に対して有効な政策を立てられる

か、これに尽きると思います。つまり、全て

の政策は自然増の政策、出生数が上がるか、

死亡数を減少させるか、そして社会増の政策、

つまり人口をいかに流入させるか、そして、

いかに外に出さないか、この政策につながら

ないと駄目なんじゃないかなというふうに考

えております。 

 先日、私の近所で、公共交通の不便さとか
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ごみ収集等、行政サービスの低下、こういっ

たことが理由で老後の生活に不安を感じて、

市外のほうへ転居をされた方がおられます。

今、３番目の質問にもあるんですけども、ご

み収集を子ども医療費に振った。それはそれ

でいいと思うんです。しかし、ごみ収集を少

なくした、公共交通が充実していない、これ

が理由で外に出た人以上に、それを振り分け

たお金で子どもが増えたという、人口が増え

たという政策を取らないと、橋本市ってどん

どん減っていくはずなんですね、人が。そこ

をよく評価して、どっちも上がればいいんで

すけど、どっちかを上げてどっちかが下がる

という話になるので、そこの部分はよく考え

て政策を行っていただきたいというふうに思

います。 

 ８番議員がまた質問をすると思うんですけ

ども、例えばごみ収集を１回にしたことで、

この前、人が出ましたというお話をさせてい

ただきましたけども、そのために振り分けた

医療費の所得制限、これをされておられます

と。子育ての目的でやっていると。子どもを

産んでいただける家庭の中で、一番もう一人

頑張ろうかなと思うのは、まさに所得の高い

方だと思うんですよね。１人の子どもを２人

にしたい、２人の子どもを３人にしたい、そ

の方たちが、何でうちだけ所得制限がかかっ

てるんやろうとなると、子どもを産むことに

ちゅうちょするまではいかないかもしれない

んですけど、プラスには働かないと思うんで

すね。不公平感を感じさせると。そういうこ

とを考えたときに、医療費の所得制限、これ

は取り外してもらいたいということもあるん

ですけども、実際、乳幼児医療の所得制限の

対象者293名、子ども医療費の所得制限の対象

者812名、決算委員会のほうで、令和４年度ベ

ースですけども、ご報告いただきましたけど

も、この約1,000名のお子さんたちの親御さん

がこの所得制限がなくなることで、もう一人

欲しいなと思ってもらって、１割のご夫婦が、

そこまで市がやってくれるんやったら私らも

頑張るわと産んでくれたら、1,000人の１割や

ったらあと100人子どもが増える、そんな計算

になるんですよね。そこまで増えるかは分か

らないですけども。だから、そういうことで

人口を増やす政策、ここにつなげていってほ

しい、そういうふうに私は思うわけです。 

 市役所の職員の皆さまは、基本的には法令

や条例、規則、そして長期総合計画や都市計

画マスタープランなどの根拠に基づき、予算

上の制約を念頭に公共や公平性、緊急性など

の要素を考慮しながら、日々の多忙な業務を

遂行されているのも承知しております。であ

るからこそ、常に何のためにやっているのか、

目的、目標意識を持って業務を効率的・効果

的に行う必要がございます。目の前の課題や

制約の結果、本来の目的が達成困難な施策が

行われていないか、もう一度ＰＤＣＡサイク

ルでよく確認していただきたいというふうに

思います。 

 山に登る、目標に至る道というのは何本も

あるんですよね。どの道を選択するか。それ

を選ぶときに、目的地に早く到着するために、

急だけども短い道を選ぶのか、緩やかだけれ

ども着実に行ける道を選ぶのか。そして、課

題に直面したときに、道を太くして登るよう

にしたいのか、もしくは全く違う道を選ぶの

か。そういったことを合理的に行うのがＰＤ

ＣＡサイクルだと思っております。 

 私、議員ですので、市政をチェックすると

いう機能上、どうしても批判的になって申し

訳ないんですけれども、目的と目標、これを

共有できれば、市政を後押し、前へ進めるこ

とができます。したがいまして、議案審議や

事業評価の際、市の問題意識、課題とともに、

事業目的や予算規模、事業規模、事業効果、
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評価等を明確にした上で議会に説明していた

だき、目的や目標を共有した上で議論をさせ

ていただきたいと思っております。 

 「人輝き あたたかさ湧き出る みんなで

創造する元気なまち 橋本」実現のため、い

ま一度、本機会を通じて、各所管の施策目標

について考える機会になればと思います。 

 以上三点ほど思いを伝えさせていただきま

したので、よろしくお願いいたします。あり

がとうございました。 

 では、次に。お願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、農

業施策に対する答弁を求めます。 

 経済推進部長。 

〔経済推進部長（北岡慶久君）登壇〕 

○経済推進部長（北岡慶久君）農業施策につ

いてお答えします。 

 まず一点目の農業従事者の担い手の確保と

育成施策について、一つ目の令和４年度の新

規就農目標値と新規就農者数ですが、新規就

農者目標値は累計数で30名です。令和４年度

における新規就農者数は国費事業である新規

就農者育成総合対策事業の補助事業を活用し

た認定新規就農者が２名であり、また補助事

業を受けずに認定新規就農者になっている方

が１名おり、合わせて３名で、これまでの認

定新規就農者の累計は30名となりました。現

時点において目標値は達成していますが、こ

れで地域の担い手が足りているということで

はありませんので、新たな担い手を育成及び

確保していくために、農業委員会や農地中間

管理機構、県、ＪＡなどの関係機関と連携し、

就農相談から就農経営の安定化まで、きめ細

やかに支援していくことが重要です。 

 次に、二つ目の市が連携した営農指導実績

は、市として専門的な直接の営農指導実績は

ありませんが、ＪＡの営農指導員が取り組む

営農指導は、柿の摘蕾、摘果、剥皮、剪定や、

ブドウ・桃・かんきつ類、野菜等の栽培講習、

病害虫発生時の対処や生育不良などの栽培に

関する相談、農業経営に関する相談など、幅

広い指導を実施していただいています。 

 また、三つ目の栽培講習会については、和

歌山県、ＪＡ、橋本市が、新規就農者、就農

意欲のある方、栽培技術の向上をめざす農家

など様々な希望者に対し、年間で40回程度実

施し、延べ450人以上の参加を得ています。Ｊ

Ａのトレーニングファームでは、新規就農希

望者に対し、１年間就農に向けた技術の習得

等の指導を実施しています。また、今年度よ

り、橋本・伊都新規就農者育成協議会を設立

し、新規就農者の受入れから定着までの必要

なサポートを一元的に実施できる体制づくり

に取り組んでいるところです。 

 次に二点目の農業収入目標値の設定根拠と

新規就農を誘引する施策の評価についてです

が、本市では農業経営基盤強化促進法に基づ

いて、橋本市農業経営基盤の強化の促進に関

する基本的な構想を定めており、効率的かつ

安定的な農業経営の目標を認定農業者の場合

は農業所得が400万円、認定新規就農者の場合

は320万円と定めています。所得ですので、農

業収入から農業経費を差し引いた金額になり

ます。これはいずれも和歌山県の基本方針に

基づいて設定している所得目標額です。市内

には専業農家だけでなく、特に水稲栽培など

兼業で農業を営む農家もあるので、目標とす

る所得は320万円よりも低く設定する必要が

あり、平成29年の基準値よりも50万円を上乗

せした270万円を目標値としているところで

す。 

 新規就農を誘引する施策の評価として、国

の事業である新規就農者育成総合対策の機

械・施設等の導入を支援する経営発展支援事

業補助金を２名に、令和３年度までの事業と

して新たに農業経営を開始するための資金を
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農業者に交付する農業次世代人材投資資金を

25名に、また令和４年度より開始した経営開

始資金事業補助金を２名にそれぞれ交付して

います。就農相談に来られた方の状況を丁寧

に聞き取り、該当する事業がないか慎重に見

極めながら事業を活用していただいています。 

 最後に三点目の生産量と出荷額の均衡につ

いてですが、多くの農産物については均衡が

保たれていると考えていますが、高野山麓精

進野菜については生産量、販売量ともに今後

増加させていく必要があります。12月広報で

は特集として、高野山麓精進野菜を体に優し

いこだわり野菜として市民の皆さんへの周知

に努めています。また販路の拡大、収入増加

施策として、農業という職業がもっと魅力的

なものとなることで担い手が確保できるよう、

農産物等インターネット販売促進事業や橋本

ふるさと便事業に取り組んでいます。両事業

を運営する中で、担い手である農業者に対し

て新たな販路開拓やリピーター獲得のための

育成支援に取り組んでいます。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君、再質問

ありますか。 

 ３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）それでは、続いて農業

従事者の確保について伺います。統計によれ

ば、2010年から2020年の10年間に288の農業事

業者が減っています。新規就農の増加分を差

し引きした上で平均して毎年、29事業者ずつ

減っているわけでございます。農業従事者の

維持確保という観点では、目標値30達成して

いますというご答弁でしたけれども、情報修

正すべきではと考えますけれども、見解を伺

います。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）議員おただし

のとおり、地域の担い手が決して足りている

ということではありません。具体的な目標値

については今後検討する必要がありますが、

新規就農者数については決してハードルが低

いわけではありませんので、状況を見ながら

検討したいと、そんなふうに考えています。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）続きまして、農家所得

に対する施策ということで、農産物等インタ

ーネット販売促進事業、ＥＣサイトですね、

これと橋本ふるさと便の事業をされておりま

すけれども、登録の申請件数についてお伺い

をいたします。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）まず橋本ふる

さと便の登録事業者につきましては251農家、

それから、インターネット販売促進事業補助

金の活用事業者農家については43件、それぞ

れ令和４年度の実績でございます。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）ありがとうございます。

私のほうに資料を頂きました統計では、年々

増えているということでございますので喜ば

しい限りなんですけれども、一点気になるの

が費用対効果と言われるやつです。いわゆる

税金投入額に対してどれだけ販売額を上げれ

たか。レバレッジの話になるんですけれども、

ＥＣサイトは43事業者で、年間約2,000万円の

税金を投入されております。それに対して販

売実績が約8,000万円、レバレッジが４倍効い

ているということなんです。 

 一方、橋本ふるさと便の251業者に対しては、

いくら販売額をしたかという統計は取れない

という話でございまして、参考までに言うと、

やっちょん広場でだいたい2,200円から2,500

円のものがふるさと便で送れる価格帯という

ことを鑑みますと、レバレッジがだいたい２

倍強ぐらいですかね、1,000円程度送料がかか

ると考えると。そうなった場合に、費用対効

果という面で少し弱いのではないかなという
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ふうに考えます。したがいまして、ＥＣサイ

トと同等の効果、つまり送料に対して４倍程

度の売上額を必要とするような条件、これを

橋本ふるさと便に加味したほうがよいではな

いかというふうに思いますけれども、見解を

伺います。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）確かに議員が

おただしのとおり、農家の所得を向上すると

いうためにそういった制度の見直しをされて

はどうですかという提案については、今後い

ずれかの時期には検討していかなければなら

ないというふうには思います。ただ、制度の

見直しをするにあたっては、農産物の収穫時

期、例えば前半は桃やブドウ、後半になりま

すと、今現在、柿等がというふうな状況が起

こっています。そういった中で制度を見直す

ことによって、事務もかなり煩雑化されると

いうようなことがありますので、そういった

ことも含めて関係部局と今後、引き続き協議

をしたいなとは思っています。 

 ただ、効果としてなんですが、農家の方が、

市もこれだけのことをしてもらえるんやから、

私らももう少し頑張ろうよというような高齢

者の農家の方もおられますし、80歳を超えて

からこのＥＣサイトを勉強して活用されてい

る、それがすごく楽しみだというような方も

おられますし、市長への手紙という制度にお

いても県内外から、こういった制度について

は非常にありがたい、家族や、それから親戚

の方も喜んでもらっているというようなこと、

そういったことがあります。特にこのふるさ

と便については、市内の方が全国に橋本市の

特産物を送るということで、ふるさと納税等

にもつながっていくということが起こってい

ますので、そういったことも含めての効果だ

というふうに認識しておりますので、ご理解

いただきたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）ありがとうございます。

私の着眼は、このふるさと便というものが未

来永劫続くんであればいいと思うんですよね。

ただしながら、これ、そもそも始まったのが

コロナの交付金ということで、それを今、市

のほうでふるさと納税の額を充てているんで

すかね。いつまでやるんだという話になると、

どちらかというと、農家の方は非常にありが

たいのは確かなんです。しかしながら、この

受け止め方は、新しくこんだけやってくれる

んだから、子どもとかに後を継がんかと、も

しくは新しい新規就農者が、そんだけずっと

やってくれるんやったら僕も参入するわとい

う制度になっているかというと、実はそうで

はなくて、これ、もしかしたら、いつ終わる

んやろうという話になっているということな

んです。 

 ＥＣサイトはずっとやられるのか分からな

いんですけども、ずっとやってくれてそこに

販売を載せれるというお墨つきがあると、安

心して新しい多角化とかを含めて設備投資と

かをやろうかなと思うと思うんですけれども、

最終的にはそこにつなげていかないと駄目な

政策じゃないかなと思いますので、今後、引

き続き一番最適化というか、支援の在り方と

いうものを検討していただければと思います。 

 本件については以上で終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目３、ご

み収集施策に対する答弁を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（井上稔章君）登壇〕 

○総務部長（井上稔章君）ごみ収集施策につ

いてお答えします。 

 まず、可燃ごみ収集の夏場週２回化の可否

についてですが、本市では「環境への取り組

みを次世代へ」をテーマに、長年市民の皆さ

まのご協力の下、生ごみ堆肥化・減量化運動
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を進め、独自の生ごみ処理方法の検証、電気

処理機の購入補助制度の充実などを進めなが

ら、ごみ減量と資源分別に取り組み、可燃ご

み収集の週１回化を実現しています。 

 この取組みに伴い減額できた財源を、子ど

も医療費の無償化にも活用しています。この

ように子どもたちのための貴重な財源を生み

出す施策でもあることから、市の方針として

１年を通じた週１回化を継続することとし、

今後も市民の皆さまにご協力をお願いしてま

いりたいと考えています。 

 次に区・自治会が独自にごみ収集ができる

ようにする制度づくりについてですが、まず、

区・自治会が追加のごみ処理を市を通じ委託

することについては、さきにお答えしたとお

り、ごみの減量化について全市民にご協力を

頂けるよう、区・自治会の合意を得ながら計

画的に取り組んできた経緯がありますので、

お受けすることはできません。 

 また、家庭から出るごみは、店舗などから

出る事業系ごみに対し生活系ごみと言い、

区・自治会が業者に直接委託するには、業者

に対し生活系ごみの収集運搬業の許可が必要

となります。本市では、生活系ごみの収集運

搬業についての許可を行っていないことから、

現時点において要望の実現は困難であると考

えますので、ご理解のほどよろしくお願いし

ます。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君、再質問

ありますか。 

 ３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）いろいろ制度的なもの

をお願いしても難しいということですので、

結論はもう頂いているので、ここは市民の声

をお伝えするというスタンスでいきたいと思

うんですけれども。諸先輩方もごみの収集に

関しては多く要望をされている、一般質問を

されている中で、やはり私も地域を回ると、

ごみの収集の要望というのは、特に若い子育

て中のお母さんですね。それと主婦の方、そ

れは高齢者も含めてなんですけど、どういう

方かというと、実際に各家庭で家事をされて、

子育てをされて、介護をされて、ごみ出しっ

て袋を出すだけじゃなくて、シンクのところ

からごみを回収して、料理をしながら洗面台

のところのごみを取ったり、本当に各家庭の

家の中のごみを全部集めて回って袋詰めして、

それを１週間に１回やからと思って、いろん

なことを考えられてやられている方の声なん

ですね。僕みたいに全部袋になったやつを「出

しといて」って出すだけの人間じゃない方の

声ですということです。 

 そういう方たちが、じゃあ、どういうこと

をされていますかという話をしたときに、お

聞きになったこともあるかもしれないんです

けども、冷凍庫の中に保管をして腐らないよ

うにする。そして、新聞紙で二重、三重に包

装をして臭いが出ないようにする。そして、

防臭袋ですね、おむつを入れるような臭いが

出ないものとか、あるいはビニール袋を二重、

三重にして防臭でやりますと。もしくは、ご

み出し日近くにならないと、生魚とか、へた

がよく出る野菜とか、こういったものは買う

のを控えると。必要なものしか買わないとい

うよりも買い控えみたいな形ですね。こうい

った対策を取られている方が多いというふう

に、肌感で感じております。 

 冷凍保存は正直、衛生的な面でちょっと問

題があるんじゃないかと。新聞紙で包装する。

これ、ごみが逆に増えていますよって話です

よね。資源ごみを可燃ごみにしちゃっている

ということです。そして、防臭袋とか袋を二

重にする対策。これ、一緒です。ごみが増え

ていませんかって話です。買い控え、これは

経済上、消費の冷え込みにつながっていませ

んかと。これ、どの対策をやっても、市にと
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って、ごみは減るんですけども、経済を回し

たり衛生上の話をすると、いいところって全

然ないんです。だからこそ、皆さん夏場だけ

でもという話になるんですよ。 

 何も市民の方は２回やってくれって、「せめ

て夏場だけでもお願いします」という言い方

なんですね。無理は言いませんと。そういう

ことなので、財源に余裕が出て何をしようと

なっているんであったら、まさにそこに投入

してくださいよという話が市民の声なわけで

す。そこをよく聞いていただいて、対応して

いただきたいなというのがあります。 

 先ほど住みにくくなって転出をされたとい

うお声を聞いたんですけども、一部の消費者、

地域の住民の皆さまにとって、公共交通と合

わせてですけど、夏場の可燃ごみの週２回収

集していただくというのは、地域で安心して

持続可能で、その場で、その地域で住んでい

ていただく。まさに、その地域の人にとって

はＳＤＧｓなんですよ、ごみ２回収集しても

らうというのは。だから、そのことをこの場

を通じて、執行部の皆さまにお伝えさせてい

ただこうというふうに思います。 

 二点目は庁内の認識統一です。この質問を

つくるにあたって、「ＳＤＧｓ交付金をごみ収

集２回に使えませんか」という話をすると、

地域振興室のほうは「使えないことはない」

という言い方をされたんですね。生活環境課

に行くと、「許可業者がないから絶対できませ

んよ」と。市の中で認識がうまくすり合わせ

ができていないという事実がございましたの

で、市の政策なので、どうするかは決めてい

ただいたら結構なんですけれども、少なくと

も市の認識の統一、どこの課に行っても、こ

うこうこういう理由でこれはできませんとい

うことがお答えできるようにしていただけれ

ばなというふうに思います。 

 三点目は、生ごみ処理機の助成制度の費用

対効果でございます。平成28年度から令和４

年度までの７年間に296台、1,061万441円の助

成実績、これがございます。今現在、６割助

成ということですので、だいたい１台当たり

３万6,000円ぐらいの補助率ですね。利用者は

持ち出しが４割ですので、だいたい５万円か

ら６万円ぐらいの価格帯のものを買われてい

るのかなというふうに思うんです。６万円と

試算しましょうと。普及率なんですけども、

橋本市って２万7,000世帯前後あったと思う

んですけれども、296台を導入したということ

は、７年間かな、８年間で296台なので、１％

なんです。７年間で１％の普及率。 

 これで、じゃあ、ごみをどれだけ減量でき

たんだということなんですね。1,000万円の補

助金を出して、１％の普及率で、どれだけ減

量できたんだということになるんですけれど

も、試算すると、１袋当たり233円かかると、

６㎏のグラム数ですね。１年間に52週ありま

すので、だいたい１万2,000円焼却費用を削減

できたわけですね、１年間で。生ごみ処理機

の耐用年数というんですかね、使える期間が

５年と設定されていますということで５を掛

けると、だいたい６万円ぐらいですわ。６万

円でどれだけ経費としては削減できましたか

というと、先ほど言いました補助金が３万

5,000円で、利用者が４割出すんで、だいたい

６万円の価格帯のものを買って６万円のごみ

処理費用を削減できますということなので、

あまり経済的な効果って実はないんじゃない

かと。 

 しかも、この６年間の間に利用者の人は毎

日の手間があるわけですね、生ごみを堆肥化

する。そして電気代もかかります。そして５

年後には、その生ごみ処理機を廃棄するため

にまたごみが出ますということを考えたとき

に、費用対効果が逆に悪くなっているんじゃ

ないかというふうに私は考えてしまうところ
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がありますので、どういうふうにそこは考え

られるかはご自由なんですけども、費用対効

果も含めて考えていただければなというふう

に思っております。 

 そして、四点目なんですけども、最後、事

業者に対する減量の取組みですね。事業系ご

みについては、生ごみ処理機の補助制度があ

りませんとということでした。事業系ごみこ

そ、皆さん飲食業をやっていたら、残飯とか

料理のへたとかが出るんじゃないですかと私

は言いたいんですね。本気でごみを減らした

いんだったら、事業系ごみはお金を払ってい

るから全部何でも持っていってくれるねん。

楽ですよ。なんですけども、そこの部分を市

がお願いをして、「ごみ減量に取り組んでくだ

さい。お願いします」と言うのが、本当にご

みを減量するんだったら、そこに手をつけな

くちゃいけないんじゃないかというふうに思

います。 

 アンケートで見ましたけども、４人、５人

家族がいる世帯数、だいたい３％から５％ぐ

らいだったじゃないですか。あとは皆さん１

名、２名ぐらいの家族だったので、アンケー

トで見た限りですね。４名、５名のご家族が

生ごみ処理機を使われていたら、費用対効果

はある程度あるのかなとは思うんですけども、

ご夫婦でやられる方とかだったら、２人分の

生ごみを１年間削減して、どれぐらい、何ｇ、

何㎏減るんかなというところですね。それよ

りはやはり事業系のごみを減らす努力をする

というのも一つのごみを減らす手だてなのか

なというところなので、そこの部分を推進検

討をされてはいかがかなというふうに思って

おります。 

 以上、これは意見を述べさせていただきま

したので、今後もし、そういう制度を考える

ときに、参考にしていただければなというふ

うに思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 本件の質問についてはこれで終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目４、道

路修繕施策に対する答弁を求めます。 

 建設部長。 

〔建設部長（西前克彦君）登壇〕 

○建設部長（西前克彦君）道路修繕施策につ

いてお答えします。 

 まず一点目の道路修繕に伴う関係機関との

連携及び処理率の進捗ですが、道路において

は市道は市が管理し、県道、国道についても

それぞれが管理しております。道路交通法に

伴う路面標示等は、警察署の所管となります。

市内の道路において市道管理部局である都市

整備課に陥没や区画線等が消えているなどの

通報があった場合、市の管理物件でない案件

については、それぞれを管理する担当部局に

連絡しています。 

 また、第２次橋本市長期総合計画に記載の

ある道路修繕の進捗率については、平成29年

度の数値を基準として、単年度当たりの要望

件数に対する処理割合を目標値と設定してい

ます。当初は令和４年の目標値を40％、令和

９年の目標値を50％と設定していましたが、

後期基本計画策定時、令和３年の実績が当初

の目標に対し７ポイント上回る結果となりま

した。令和９年においても目標値を上回れる

よう努力いたします。 

 次に二点目の道路整備に関する予算要望の

状況についてですが、道路維持に伴う施設等

の修繕料や工事費を合わせて、令和３年度は

約9,900万円、令和４年度は約１億4,200万円、

令和５年度は約２億700万円と予算を増額し、

計画的に実施しています。財源についてもで

きるだけ地方債や交付金を活用し事業を進め

ていることから、国に対し、令和８年度まで

とされている公共施設等適正管理推進事業債

の期間延長要望や、社会資本整備総合交付金
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の大幅増額の要望をしているところです。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君、再質問

ありますか。 

 ３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）ありがとうございます。 

 まずは一点目、市道の植栽の整備ですね、

植栽というか植え込みと言うんですかね、れ

の整備についてお伺いをいたします。道路を

走っていると、歩道の雑草が車道のほうには

み出て、歩道と車道の間のところかな、が車

道にはみ出ていたり、あと、車道の中央分離

帯、こちらが結構ススキが伸びている季節な

ので目立つということなんですけれども、整

備のためにシルバー人材センターを介して、

草刈り機でブンブン回しながらやっていただ

いて非常にありがたいことなんですけれども、

これ、かなりの距離と量と人件費がかかって

いるんじゃないかなというふうに思っており

ます。ＳＤＧｓというか、ガソリンを減らし

ましょうということで、前回も市役所の車の

ガソリンを減らしてＥＶを入れましょうかと

かいう話もされていたんですけども、それを

やるよりはこの植栽とかを、不必要と言った

ら変なんですけど、整備できるならやってい

ただいて景観を保持していただいたらいいん

ですけども、草ぼうぼうになって、景観が悪

いよねとか、住環境が悪いよねとか、外から

来た人が、これ、ちゃんと運営できてるのか

なみたいなふうに思うぐらいであれば、維持

できないんであれば、ロードバイクとかが走

るとかいうところとか、住環境に近いところ

とかは舗装化してしまって、草刈りが必要じ

ゃないようにしてしまえば、毎年毎年草刈り

もしなくていいしいいんじゃないかなって、

短絡的というか、ちょっと乱暴な意見になっ

てしまうかもしれないんですけども、そのよ

うに思うんですけれども、中央分離帯とか歩

道の整備事業をする際、今後、維持管理や整

備所用とか走行の安全性、こういうことを鑑

みて、植栽、植え込みを撤去して舗装化する

ことについて見解を伺います。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）中央分離帯や公道

に植栽された街路樹や低木などは、車両と歩

行者などの分離による安全性や快適性、また

景観の向上なども目的に整備しておられます。

草刈りについては、幹線道路など中央分離帯

も含めて年２回実施しているんですけど、植

樹帯における雑草や低木の繁茂というのは、

成長した街路樹によって通行の妨げや歩道に

おける根上がりなど、対応も必要となってい

ることから、今対策としては、通報があれば

職員で剪定したり、草刈りなどを実施したり、

また街路樹なども間引きとかというのも行っ

て、本数を減らすというようなこともやって

おります。低木全てを撤去となれば、地元区

や周辺住民等の方の協議も必要となってきま

すので、街路樹の維持管理、今現在も多額の

費用がかかっておるんですけど、計画的な街

路樹等の本数の削減や市民協働などいろいろ

な観点から、効果的な対策について検討をし

てまいりたいと考えております。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）ありがとうございます。

全て撤去しろと言っているわけではなくて、

本当に紀の川沿いなんかは逆に桜並木とかを

植えたらどうかなとか、ポプラ並木とかケヤ

キ並木とかいろいろあるんでしょうんで、そ

れを一つの観光資源としてするのも手なんで

すけども、やっぱり維持ができているという

前提が大切だと思いますので、そこの需要と

供給というか、維持の観点から、そこは検討

していただければなというふうに思います。 

 最後に、歩道の舗装整備について伺います。

橋本市は傾斜地が多い特性上、道路に陥没や

ひび割れが散見をされます。元気な世代には
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何の問題もない陥没やひび割れなんですけれ

ども、高齢化に伴って高齢者の方や、もしく

は、抱っこひもで赤ちゃんを目の前に、おん

ぶじゃなくて抱っこをされている赤ちゃんで

すね、こういった方については足元が見えな

いので、こういったちょっとしたことが転倒

の原因とかになって危険が増します。また、

電動カートとか車椅子の利用の方、もしくは

ベビーカーの方に、乗っていただいたら結構

振動がガタガタガタと来てしまうと。陥没が

あると、がくっと足が取られると。そういっ

たことがございますので、幼稚園とか保育所

回りとか、あとは、どこも高齢率は高いんで

すけども、バス停に至る経路とか、そういっ

たところの歩道、こういったものの整備、こ

れを優先順位を上げて整備していただくとい

うことをお願いしたいと思いますけれども、

見解をお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）現在、修繕などの

要望は、主に区からの要望書を基に実施して

おります。現場確認の上、緊急度合いを判定

した上で優勢順位を決めておるわけなんです

が、今後修繕などの優先順位の決め方につい

ては、高齢化がますます進む上、子育て世帯

にも安心できるまちにしていくためにも、優

先順位をつける際の基準についてもどう反映

するべきか今後検討していきたい、そのよう

に考えております。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本の一般質問

は終わりました。 

 この際、10時45分まで休憩をいたします。 

（午前10時31分 休憩） 

                     

（午前10時47分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番２、７番 岡君。 

〔７番（岡 弘悟君）登壇〕 

○７番（岡 弘悟君）おはようございます。 

 何となく空気が変わっちゃいましたけど、

気にせず、我々はこれが仕事なんで、仕事を

集中してやっていきましょう。 

 ちょっと余談なんですけど、371、大阪方面

から橋本市に向いて抜けて行くと、くら寿司

がありますよね。ちょっと下り坂になるんで

すけど、それの左側なんですけど、たまには

しもとオムレツののぼりがわーっと立ってい

たりとかするところなんですけど、あそこ、

すごく撮り鉄の方にはいいスポットらしくて、

この間、先々週かな、日曜日、僕があの前を

走っていたら、二、三十人の人がカメラを持

って走っとるんですよね。僕、前から聞いて

いたんですけど、やっぱりこれぐらい来ては

るんやと思って。 

 気になったのが、はしもとオムレツとかの

のぼりを立てたときに、僕、撮り鉄の邪魔を

しているとかそんな話じゃなくて、のぼりが

邪魔で柵を越えて撮影をされる方も出てくる

んで、場所を変えていただけたらなというの

と、あと、撮り鉄の皆さんにはもちろんルー

ルを守っていただきたいということと、あと、

僕はあまりそういう撮り鉄の話というのは疎

いほうなんで、プラモデルとかアニメとかが

好きなんで、撮り鉄はよく分からないんです

けど、かなりええスポットらしいです。あと、

マクドナルドの交差点のところもすごくいい

らしいですね。あと、あまり言うとお邪魔に

なるんですけど、とある地域でもすごくいい

スポットがあって、そこはあまり知られてな

いんで二、三人の方しか来られていないんで

すけども、そこは言うと住宅街になってしま

うんで、撮り鉄が二、三十人も来られたら地

域の方にご迷惑なんで、そこはちょっと言わ

ないですけど、そういった一つ配慮もしてい
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ただいたら迷惑行為も減るんかなと。 

 あと、できたら、そういうところに展望台

なんかを造っちゃうと、聖地になっちゃった

りするんと違うかななんて思ったりもするん

ですけどね。そういったのもまた勉強してい

ただければいいかなと思います。 

 今回の質問は二点です。 

 一つ目は、乳幼児・子ども医療無償化の所

得制限について。 

 これは以前も質問をさせてもらっているん

ですけども、基本的にはよく理由が分からな

い。なぜ所得制限があるのか分からない。そ

の理由を僕も理解できれば、いつも言うんで

すけども理解さえできれば、議論と議論をし

て、行政側の議論が勝っているのであれば、

それはそれでいいかなとは思うんですけど、

どうもお答えを聞いていると理解するには難

しいかなと思うんで、再度、質問をさせてい

ただきました。 

 二つ目の質問は、上司の立場と部下の立場、

それぞれを理解する職場づくり。 

 昨今、いろんな問題がまあまあ出てきて、

いろんな問題について社会的にも考えていこ

うかなという世の中になってきているんです

けども、何でもかんでもそれに当てはまるか

というふうになってしまうとなかなか仕事も

しづらいし、生きづらい世の中になっていく。

例えば一つ、今回の焦点を当てさせてもらっ

ているんですけども、例えばパワハラについ

ても、上司がそれを言うてしまうと、全部が

パワハラになってしまうと上司の仕事ができ

ないし、逆に、部下の立場からしたら、それ

はパワハラじゃないのかという部分も出てく

る。その境目というのを考えていったときに、

じゃあ、どこが境目なんかが全く不透明にな

って、この場合はいいし、この場合は駄目み

たいな感じになってくると、やはり仕事的に

はやりにくいと思うんです。そういった問題

についての職場の環境づくりはどうしておら

れるのかなというのを質問したいと思います。 

 それではまず一つ目から。以前にも一度質

問いたしましたが、再度質問いたします。乳

幼児・子ども医療無償化制度にはなぜ所得制

限が設けられているのでしょうか。 

 この制度の本質は、橋本市の子どもたちの

健康を守るというのが趣旨だと以前お聞きし

ましたし、低所得者や医療を受けられない家

庭状況の子どもたちへの救済目的ではない趣

旨のお話もお聞きしました。実際に所得制限

を受けない家庭の平均年収ベースで考えると、

十分に医療費は捻出できる年収という事実か

らも、そうであることは理解できます。では

なぜ所得制限を設けているのでしょうか。 

 日本は累進課税制度により税の負担を収入

に応じ課税されています。低所得者も高所得

者も相応の納税義務を負い、義務を果たして

いるにもかかわらず、受けるべき行政サービ

ス、つまり権利を得ることができない。なぜ

権利を得ることができないのでしょうか。こ

こでこの話を聞いたときに感じる「お金があ

るのだから自分で払えばいい」といった感情

論は全く意味をなしません。それは先ほど述

べたように、この制度の本質が低所得者救済

のためではないからです。 

 納税の義務を果たしながら、なぜに権利は

放棄させられているのか、その一番の理由を

お教えください。その理由に納得できるので

あれば以後この質問はいたしませんので、明

確な答弁をお願いいたします。 

 二つ目です。昨今、働き方改革やパワハラ、

セクハラ問題など様々な職場での課題が浮き

彫りになってきていますが、上司の立場、部

下の立場で考えると、おのおのの立場と言い

分があると思います。例えば、上司の立場で

言えば注意一つにしても、これはパワハラに

ならないのかといったことを考え過ぎて職務
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が遂行できない場合もあり、部下の立場で言

えば、それは理不尽すぎるのではないかと、

身に覚えのない注意を受けたりするかもしれ

ません。このような状況はどの組織でも起こ

り得る問題ではないでしょうか。 

 本市はどのように上司としての立場と職務、

部下としての立場と職務の相互理解を図って

いるのでしょうか。部署内での意思疎通、実

行、そして評価はどのような形で行われてい

るのでしょうか。 

 以上二点です。明確な答弁をよろしくお願

いいたします。 

○議長（森下伸吾君）７番 岡君の質問項目

１、乳幼児・子ども医療費無償化の所得制限

に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕 

○健康福祉部長（久保雅裕君）乳幼児・子ど

も医療費無償化の所得制限についてお答えし

ます。 

 この医療費助成制度の趣旨は、子どもの健

康の保持及び増進に寄与し、もって児童の福

祉の向上を図ることを目的とした制度です。

所得制限を設けず、全ての子ども・保護者を

医療助成の対象とする自治体が増加していま

すが、限られた財源の中でこの制度を維持し

ていくため、所得制限を撤廃していないとい

うのが本市の状況です。 

 この制度により一番恩恵を受けるのは、経

済的に困窮して受診を控えている家庭である

と思われ、昨年度は対象年齢を18歳に達した

年度末まで拡大し、対象者の裾野を広げまし

た。今後は財源の確保や施策の優先順位等に

ついて検討しつつ、国において児童手当の所

得制限撤廃の方針が示されていることも勘案

し、検討したいと考えています。 

 また、この医療費助成制度は全国一律では

なく、各自治体によって対象年齢等に差異が

生じており、自治体間の競争のような状況と

なっています。他の自治体との差別化を図る

ことができるという側面もありますが、市の

財政負担が増すばかりであるため、市として

は、国による全国一律の制度の創設や財政措

置なども要望しつつ、子どもたちの健康の保

持増進のために今後も取り組んでまいります。 

○議長（森下伸吾君）７番 岡君、再質問あ

りますか。 

 ７番 岡君。 

○７番（岡 弘悟君）ありがとうございまし

た。一個一個聞いていこうかなと思うんです

けど。 

 まず今、所得制限なんですけども、所得制

限にかかる、かからないの年収ベースはおい

くらになるんですか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）扶養人数によ

って差異がございます。扶養人数がゼロの場

合で所得制限額は532万円、それから１人の場

合は570万円、２人の場合は608万円、３人の

場合648万円ということで、以下、人数が増え

るごとに38万円増加していくということで、

そういった所得制限を設けております。 

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。 

○７番（岡 弘悟君）先ほど部長の答弁であ

りましたけど、一番恩恵を受けているのは低

所得者のご家庭やというお話やったんですけ

ども、でも、制度の趣旨自体は低所得者向け

ではないですよね。今の年収ベースで考えた

ら、十分医療費を捻出できると僕は考えるん

ですけど、その点についてはどうですか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）確かに医療費

が捻出できる年収ベースではあるとは思いま

すけれども、果たしてこの金額で各家庭が医

療費を捻出する部分というのはかなり大変な

こととは思います。こういった所得制限につ
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きましては県の補助も受けながらやっており

ますので、所得制限につきましては県の制度

に合わせているというところです。 

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。 

○７番（岡 弘悟君）じゃあ、県の制度はな

ぜ所得制限を設けているんですか。その理由

は、もちろん分かってやっているんですよね。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）この制度につ

きましては、昭和48年４月から県のほうの助

成制度で市町村と共同でやっております。当

時は３歳までとかもっと年齢が低く、今現在

は未就学児が県の補助をしていただける範囲

というふうになっています。当時、今から50

年前ですけれども、所得制限についてはちょ

っと変わってきているかもわかりませんけれ

ども、より多くの子どもたちを限られた財源

の中で補助していこうというところで所得制

限をつけられているというふうに思っており

ます。 

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。 

○７番（岡 弘悟君）当時の金額と今の金額

って全然違うんと違いますか。給料ベースで

当時って、今と同じだけの給料ベースがあり

ましたか。ないでしょう。ということは所得

制限自体が、今は500何がしから600万円とい

うのは、当時の高所得者と現在の高所得者の

考え方で全く議論にならないですよ。給料ベ

ースが違うんやもん。それを一緒にしている

こと自体、それは県の話やからここで言うこ

とではないけど、それは県にも考え方をもち

ろん変えてもらわなあかんけど、それのベー

スにのっとっているからそうなんやって、今

つくった制度、今つくったんでしょう。昨今

つくった制度ですよね、橋本市の場合はね。

それをその年収ベースに合わせているという

こと自体、僕はおかしいと思っているから質

問をさせてもらっとるんですよ。 

 先ほど部長もお答えいただいたけど、もち

ろん僕、この制度に関しては、低所得者の方

が一番恩恵を受けられると思いますよ。その

とおりやと思う。前もこの質問をさせてもら

ったときに言いましたけど、それやったらそ

れにターゲットを絞ったらええんと違うん。

そこの年収ベースの人にターゲットを絞れば

いいんじゃない。そういう施策じゃないから、

僕は何で所得制限があるんですかという話を

しとるんですよ。だから、おっしゃっている

ことはもちろんそのとおりやと思うんですよ。

僕は何もこの制度自体がおかしいとか、そん

な話をしているんじゃなくて、所得制限を設

けている理由は何なんですかと聞いているん

です。低所得者向けの施策であるんであれば、

低所得者向けにやればいいじゃないですか。

ほんだら、財政もさほど必要ないでしょう、

今ほどは。 

 その中で570万円とか600万円何がしの方た

ちの医療費が、例えば先ほど部長が答弁でお

っしゃいましたけど、その人たちも医療費無

償化のほうが助かりますって、分かりますよ。

でも、それはみんな違いますの。僕は年収ベ

ースって、人それぞれ生活の水準が違うので、

一概にその方が裕福だとか裕福じゃないとか

いう話はしませんけど、でも、子どもの医療

費自体は十分出せるところ。だから、僕、そ

こを別につつくつもりはないけど、という考

えでいったら、本市全体の行政サービスじゃ

ないんですかということを言いたいんですよ。

子どもに対する行政サービスじゃないんです

かという話をしているんですけど、その辺の

お考えはどうでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）子ども医療費

につきましても行政サービスの一環です。で

も、このほかにも様々な子どもに関する権利、

それから命を守るという行政サービスもござ
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います。本市では、国よりもいち早く子育て

世代包括支援センターをつくって、かなり多

くの相談を日々、夜遅くまで職員が対応して

いる。そんなところにも予算を投入しまして

やっています。 

 今回、こども家庭庁ができて、国へも先日

から要望に行ってまいりました。こういった

自治体間競争について国のほうで何とか予算

措置をしていただいて、全国統一の制度にし

ていただきたいというふうな要望も市長とと

もにやってきました。 

 そういった中で本市の中では、まずは子ど

もたちのそういった家庭相談を重視して先に

投入し、そして、例えばこども園の統廃合等

について順次進めていって、いろんな新しい

施策を展開しています。今後、この子ども医

療費につきましても、担当課のほうとしまし

ては撤廃に向けて財源を捻出していきたいと

いうふうに思っているところでございますの

で、ご理解のほどお願いしたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。 

○７番（岡 弘悟君）その方向でもちろんお

願いしたいんやけど、財源の問題で様々な行

政サービスもある。でも、それはみんな受け

れるサービスなんで、別にそれはそれでいい

んじゃないですか。僕は受けれないサービス

があるから質問をしとるだけで。子ども手当

の話は、国でしてもらったらいいんやけど、

一つの考え方からして、所得制限を設けてい

るというのは、僕、子ども手当に関しては別

に反対じゃないんですよ。何でかと言うたら、

現金支給じゃないですか。 

 例えばの話ですよ。100万円余剰金がある家

が、例えば子ども手当で２万円もらったとし

ましょう。その２万円を子どもに使うかどう

かは分からないじゃないですか。102万円ある

から、２万円だけ、じゃあ、子どもに使おう

か。もしかしたら、ほかでマックス自分らが

できることをしているから、その２万円は自

分たちの補填に使うかもしれん。それはなぜ

かと言うたら、使う側の主体が親になるから、

自由度が大きいんですよ。でも、子ども手当

のサービスというのは、子どもにかかった医

療費って明確に分かっとるじゃないですか。

そこと基準を一緒にしていること自体、僕は

おかしいと思いますよ、そもそもね。もちろ

ん子ども手当の所得制限撤廃は国で考えても

らったらええからあれやけど、現金とサービ

スは全然違うんですよ。 

 ほんでもう一個、先ほど３番議員も質問を

されていたのでそれに触れますけど、ごみの

減量化に関しても、高所得者は週２回収集し

てくれるの。せえへんでしょう。それ、公平

さの観念でやっとるんと違いますのん。みん

なが週１回になるんやったら、公平にみんな

頑張ってよという公平さの下にやっとるんで

しょう。 

 納税もそうと違いますのん。累進課税制度

を取っとるのはそうですよね。日本で言う公

平さの観点ですよね。僕、累進課税制度は反

対しとるんであれですけど。でも、一応公平

さの観点で累進課税制度を取っとるんですよ

ね。そしたら、納税の義務はしている。行政

に対してごみの減量化も担っている。じゃあ、

サービスはと聞いたら、あんたのところはお

金があるんで自分のところで払ってください

って。公平さに欠けると思いませんか、部長。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）確かにそうい

った側面もございますけれども、この制度と

いうのはあくまで福祉医療ということで、助

成制度というふうになっています。ほかにも

例えば、ひとり親家庭医療とか、それから重

心医療とか、それから老人医療とかというそ

れらのくくりの中の一つに子ども医療という

のがございます。そういった中でいろいろ県
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とも協調しながらやっている制度の中で、市

として例えば小学生、中学生、高校生という

ことで裾野を広げてきております。そういっ

た福祉医療につきましては、一定所得制限も

過去からはやむなしというところで進めてき

たところです。 

 ただ、昨今、こういった自治体間競争も始

まって、子どもを育てる力を入れている自治

体というところでいうと、各市町村が子ども

医療費の無料化、所得制限撤廃、高校生まで

という、どんどんそういった競争になってい

るところです。本来、こども家庭庁ができて、

こども基本法もできたところでございますの

で、担当課としましては医療費の無償化、所

得制限の撤廃については、それをめざしてや

っているところです。また国のほうにも先ほ

ど言いましたように要望しつつ、制度の自治

体間の公平さを図っていただくというふうな

取組みも行っていますので、よろしくお願い

します。 

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。 

○７番（岡 弘悟君）いい答弁なのか微妙な

んで質問しづらいんですけど、やっていただ

けるんやったらもう質問しないですけどね。

予算の関係の話も僕、理解できるんですよ。

でも、小・中学生のときに撤廃せずに高校生

に行ったじゃないですか。予算の話をするん

やったら、先にそこを埋めてよ。でも、理屈

は分かるんです。裾野を広げて高校生まで行

くと、低所得者の人も助かるからね。そこは

理解しているし、そこまで言うのは厳しいん

かなと思いながら質問をさせてもらってるけ

ど、ただ、僕の中の理屈で言うと、これは低

所得者向けの救済の目的の行政のサービスで

はないということ。そこを自分たちが打ち出

していながら所得制限をつくっている、この

矛盾が理解できないから質問をさせてもらっ

とるんです。最初から低所得者向けの救済サ

ービスやと、救済するための行政の一つの施

策やというんであれば別にこんな質問をしな

いし、実際に所得制限、高いでしょう。 

 この質問をしたときに子ども手当の話はよ

く出るんやけど、子ども手当って国の施策や

から、全国的に一律に所得制限がかかるでし

ょう。そしたら、東京で住んでいる人と橋本

市で住んでいる人って、同じ年収ベースでも

生活は全然違うじゃないですか。これ、前の

仁坂知事もずっと言うていましたよね。東京

で800万円で子ども２人は育てられないけど、

和歌山県に来てもらったら子ども３人まで育

てられるし、もっと豊かな生活ができますよ。

それだけ年収ベースで換算したら、橋本市、

和歌山県というのは生活にゆとりが出るほど

安いと。じゃあ、和歌山県に住んでください

というアピールをしているんですとよく言っ

ていましたよね。全くそれと同じで、国の考

え方というのは全国一律で考えるんでね。年

収ベースが県によって、都道府県によって高

いか安いかというのはそこでまた差異が出て

くるんで、それは国なんで仕方がないですよ。 

 でも、和歌山県で橋本市で考えたら、その

年収ベースでは高いですよ。僕は橋本市の市

会議員なんで橋本市の話をさせてもらうけど、

ということはやはり高いんですよ。高いとい

うのを、そこが悪いとは言わんですよ。そこ

まで裾野を広げてくれているんやなという捉

え方もある。あるけど、やはりそこまで年収

ベースを上げているんやったら、ほかの取り

残されている方も救済していただきたい。何

でかというたら、一番はこれですわ。子ども

にかかった医療費なんですよ。子どもにかか

った医療やから、そこはやっぱりきっちり、

橋本市全体同じ子どもなん。 

 前も言いましたけど年収が高い低いじゃな

くて、橋本市全体の子どもじゃないですか。

だから、そこに関してはやはり今後きっちり
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考えていただきたい。親に渡るお金ではなく

て、子どもに対するサービスで差異は設けて

ほしくない。同じ橋本市で元気に同じ小学校

に通っている、中学校に通っている、高校に

通っている子どもたちの中に、やはり差異は

設けてほしくない。それは親がどうこうの話

じゃないですよ。これは子どもに直接かかる

サービスなんでそこは考えてほしいと思って

いるんですけども、いかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）岡議員の質問にお答え

します。 

 答弁で書かせていただいたように、児童手

当の所得制限が今、国のほうで議論されてい

るんで、その中で見直しがあれば、市のほう

も考えていきたいなというふうに思っていま

す。 

 もう一つは、先ほど部長が言いました財源

の確保についても、先ほど３番議員は、財政

がよくなったからお金を出せるやろというと

ころの話ではない。来年、人件費、人事院勧

告で２億円上がります。高齢化率も上がって

きて、社会保障費、障がい者の保障費もどん

どん上がってきていて、今うなぎ登りで上が

ってきている中で、財政がどういうふうに今

後回っていくかというのもよく見ていかない

といけないのと、令和６年から11年って非常

に大きなお金を使うプロジェクトがありまし

て、そこの計画も立てて、今後、平成26年時

に戻さんように、財政を厳しくしないように

やっぱりいろいろ考えていかなあかんので。 

 今、給食費の無償化という話も、これも国

はやらん、県もやらんと言っている中で、岸

本知事が言ったのは、低所得者に対する給食

費は考えていこうかというふうな記者会見で

話をしていて、うちはそこはできているんで

すけど、じゃあ、医療費もそこまで本当に困

っている人のための小・中・高の医療費にし

ていくんか、また全体を広げていくんかとい

うところは、ぜひ検討していきたいと。やっ

ぱり財源が回らないといろんな事情で出てき

ますし、今、交付税は伸びていっているんで

すけど、交付税が下がったときにこの財源と

いうのがたちまち確保できなくなるというと

ころもありますので、国の動向も見ながら、

もしやるんであればできるだけ早い時期に、

ひょっとしたら９月ぐらいになるかもわかり

ませんけど、新年度では編成に入るんで難し

いところはありますけど、担当部局とよく協

議をしながら、子どものためのものなんで、

できるだけ所得制限は取っ払って、たしか

3,000万円ぐらいのお金も単費で用意しない

といけないという問題もありますので、ちょ

っと時間を頂いた上で、また議会のほうに説

明をさせていただきますので、ご理解よろし

くお願いします。 

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。 

○７番（岡 弘悟君）市長、ありがとうござ

います。僕、市長のお話はそのとおりやと思

います。低所得者向けにするんであるのか、

それとも橋本市子ども全体のサービスにする

のか、その二者択一、どっちかしか取れない

ですよね。でも今は、橋本市全体の子どもた

ちのサービスといいながら所得制限があるか

らおかしいんですよね。でも、僕ら議員の希

望からしたら、やはりずっと続けてきたいい

制度なんで、ぜひとも所得制限を撤廃してい

ただいてね。 

 部長、一点気になるんですけど、僕も今、

市長のお話、答弁の中でもそうやったし、こ

れ、決算委員会やったかな、でも共産党の議

員も質問をされたときの答弁だったんですけ

ど、3,000万何がしというのは、これ、マック

スですか。使った金額で補助していくわけや

からマックスで、全員が使うわけじゃないん
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で、そこまで上がるんですかね。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）その差額につ

きましては、今現在、医療費を支払わさせて

いただいています対象者の年間の医療費を一

人当たりの医療費に換算しまして、市内全員

の子どもの数で掛け合わせた差額でございま

す。この金額は、例えば子どもの減少によっ

て減ってくることもございますし、それから

また医療費がかかる子どもがもし出てくれば、

それはそれで増えていくということで、蓋を

開けてみないと分からない部分も多少ござい

ます。過去の事例からすると、一人当たりの

単価を掛け合わせた差額がそういった数字と

なっているところでございます。 

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。 

○７番（岡 弘悟君）そしたら、基本的には

平均ベースでそれぐらいは上がってくるとい

うことですね。かなりの金額にはなるとは思

うんですけども、スクラップ・アンド・ビル

ドでどうにか捻出していただきたいと思いま

す。あと、蛇足なことも言わんでええんかな。

あんまり言うとまたあれなんやけど、市長に

ええ答弁をもらっとるんで、９月までに考え

てくれると言うとるんで、ここで言えるのは

そこまで言うてもうたんやったら、９月には

いいお答えを期待して待っておりますので、

いいお答えやったらもう質問をしませんけど、

あまりいいお答えじゃなかったらまた部長と

やらなあかんのかなとか思っとるんで、でき

たら９月にはいいお答えをお待ちしておりま

す。 

 一つ目は終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、上

使の立場と部下の立場、それぞれを理解する

職場づくりに対する答弁を求めます。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（土井加奈子君）登壇〕 

○総合政策部長（土井加奈子君）上司の立場

と部下の立場、それぞれを理解する職場づく

りについてお答えします。 

 職場においては多様な人間関係が存在して

おり、パワーハラスメントなどのハラスメン

トは、人間関係のトラブルなど、様々な要因

で起こり得るものであると考えています。 

 本市では、令和２年に橋本市職員の職場に

おけるハラスメント防止等に関する規程を施

行し、ハラスメント防止研修の実施や相談体

制について明確化し、それに併せて悪質なも

のは懲戒処分の対象に加えるなど、市組織全

体としてハラスメント防止に取り組んでいる

ところです。 

 また、職員基本研修においてハラスメント

防止研修を毎年実施しており、ハラスメント

を起こさない組織づくりに努めています。 

 ハラスメントなどに関する相談窓口につい

ては、これまでも周知しているところですが、

外部相談機関も含め、多様な相談窓口のより

一層の周知徹底を図り、早期の発見とケアに

努めたいと考えています。 

 上司と部下との情報共有、コミュニケーシ

ョンについては、日常業務における上司から

部下への指導や部下から上司への報告、相談

のほか、人事評価制度による面談などを通じ

て、意識の共有化を図っています。 

 人事評価は、職員が職務を遂行するにあた

り発揮した能力の発揮状況を見る能力評価と、

役割を明確化した上で挙げた業績を見る業績

評価で構成しており、評価のプロセスにおい

て被評価者と評価者が面談を実施し、評価者

が総合して評価を行います。なお、評価者の

評価が適正かどうかは、調整者、確認者がチ

ェックすることとなっています。 

 今後、ハラスメントのない働きやすい職場

づくりを進めていくためには、ハラスメント

が起こる原因を知り、具体的にどんなことが
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ハラスメントに当たるのか、職員が知識を身

につけておく必要があります。 

 上司だけでなく、全ての職員がハラスメン

トに関する問題意識を持つために、定期的な

職員研修を実施し、ハラスメントを許さない

職場づくりを進め、職場のコミュニケーショ

ンを活性化し、働きやすい職場となるよう努

めていきたいと考えています。 

○議長（森下伸吾君）７番 岡君、再質問あ

りますか。 

 ７番 岡君。 

○７番（岡 弘悟君）ありがとうございます。

答弁は完璧です、それができているんであれ

ば。完璧、100点満点と僕は思います、個人的

には。 

 ハラスメントに関して僕は両方の立場で考

えたいと思っとるんです。例えば、上司の立

場でハラスメントの研修をしたときに、ここ、

皆さん今、上司と呼ばれる方が集まっていま

すけど、これはハラスメントに当たるんじゃ

ないかと思って業務上注意ができなかったり、

考えてしまったり、業務に関して萎縮してし

まう部分ってないんかなと逆に思うんですけ

ども、その点についてはどのように職員と研

修をしているんでしょうか。まあ言えば管理

者ですね。管理者とどのように研修を行って

いるんかな。ハラスメントの研修となってく

ると全体で、どちらかというと部下の立場の

話が多くなってしまうんやけども、上司とし

てのハラスメントに関する研修というのはど

のようにしているんかな。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）まず職場の

ハラスメントというのは、私がここで申し上

げるまでもないかとは思うんですけれども、

優越的な関係を背景とした発言であったり、

職務上、必要かつ相当な範囲を超えたもので

あったり、労働者の就業環境が害されるもの、

この三つの要素を全て満たすものであると言

われています。このことからすれば、想定で

きることとすれば、やはり上司から部下に対

するハラスメントというのが想定しやすいか

とは思うんですけれども、上司と部下、もち

ろん双方向でお互いの意思疎通というかが一

番基本となるかなと思います。こういう言い

方をしたらハラスメントになるんじゃないか

という、確かに上司としては不安な部分とい

うのは皆さん経験があるのかなと思いますが、

やはり言い方というのが大きいかなと。言い

方による配慮というのと感じるほうの個人差、

この隙間を埋めるためには職員相互にお互い

の個性を知っておく必要がある。それにはや

っぱりコミュニケーションが必要だと、そう

いうふうに感じております。 

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。 

○７番（岡 弘悟君）そう、おっしゃるとお

り。だから、曖昧なんですよ。ハラスメント

というのは、この人にとったらこれがハラス

メントに当たると感じる職員もおれば、上司

によったら、これはハラスメントに当たらな

いというふうに考える上司の方もいらっしゃ

る。その相互の溝というのを埋めていかない

と、やはりお互い分かり合わんとハラスメン

トってなくならないと思うんですよ。相互理

解と言うんかな。その相互を片一方だけにし

てないかなと僕はすごく思うんですね。全体

でやっているけども、受ける側のお話になっ

てないかなと。する側には、それはハラスメ

ントに当たりますよというカテゴリーを与え

ているだけで、実はすごい曖昧なんですよね。

あとは個人にお任せしますみたいになってし

まっているけど。 

 ただ、気をつけなければいけないのは、怒

るということに関して、怒ることは悪いこと

なんですか。部長、どない思いますか。ごめ

んなさい、ちょっと言葉が悪いですね。部下
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に対して、職務に対して怒る。怒るという言

い方はちょっとおかしいですね。指導する。

いろんな意味で指導するというのは悪いこと

なんですか。その中でハラスメントって取ら

れる場合もある。それは悪いことなんですか。

上司としてはそこが一番しんどいと思うんで

すよ。怒れない。ハラスメントに当たってし

まう。部下からしたら、何で怒られたか分か

らないというのもしんどいと思う。その相互

理解の、じゃあ、怒るというのは悪いことな

んですか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）指導は必ず

必要やと思っています。その指導する方法が、

例えば怒る、叱る、諭す、注意するとかいろ

いろ段階があるかと思います。感情的に怒る

というのはやはりよくないと思います。先ほ

ど申したコミュニケーションという意味から

も、いろんな日々の業務において双方に、例

えば上司からはこの業務に対して注意が必要、

指導が必要であるならば、きちんとその内容

を説明すべきだと思いますし、また部下から

は、報告や連絡、相談というのは必ず必要で

すし、例えば決裁一つにおいても、その項目

だけを伝えるのではなく、必要に応じては説

明をきちんとすべき、そういうところから相

互理解とかお互いの業務の内容というのが判

断ができて、同じ指導をするにもハラスメン

トという受け止め方ではなくなると感じます。 

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。 

○７番（岡 弘悟君）そしたら現状、今まで

そういった指導等は、怒った事例というのは

あるんですか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）指導という

のは、例えば注意を何度重ねても現状がとか

進捗が変わらないであるとか、それから、市

民に迷惑をかけるような間違いをしていると

きであるとか、そういうところはやはり指導

が必要となってまいります。 

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。 

○７番（岡 弘悟君）ここに管理者の皆さん

がいらっしゃるんであれですけど、大声で怒

るって、どなる、怒る、これがハラスメント

に当たるかどうかというのは僕、微妙やと思

うんですよ、正直な話。今はカテゴリー的に

はハラスメント、完全なね。これは社会通念

だけじゃなくて、弁護士も、社労士の皆さん

にもお話を聞いたら、大声でどなるというの

は精神的圧迫を与えているからハラスメント

に当たる。 

 でも、例えば自分の子どもが危ないことを

したときに、皆さん怒った経験ないですか、

大声で、危ないやろって。それって受け取り

側からしたらハラスメントなんかな。違うや

ん、愛があるからや。気持ちがあるから、子

どももそれを理解するわけですやん。相手の

ことをほんまに思って出る大きい声というの

は、相手にちゃんと伝わっているけど、感情

のない大声というのは八つ当たりでしかない。

自分が子どもに対して理不尽なことで大声を

上げても子どもは言うことを聞かないし、こ

れ、今は子どもの話やけどね。 

 例えば、皆さん、ここで考えてみましょう

よ。大声を出されたことがない人っていない

ですよね。怒られたこと、ほとんどの方。僕

と９番議員は多分かなり怒られたきた部類や

から、大分どなられて育ってきたんやけど。

これは冗談ですけどね。怒られて気持ちのよ

かったことなんて一回もないし、怒られてや

ったろうかな、やったろうというのは言われ

たことをやろうかなと思ったこと、一回もな

いですよ。そんなことは一回もない。何や、

何でどなられてるんやって、ちゃんと説明し

てくれやって、ずっと思っていましたよ。今

は中学生のときの感情でしゃべったんで言葉
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が悪かったですけど。ちょっと思い出されて

きたんで、中学の何とも理不尽なあのどなら

れ方が自分の頭の中でぐるぐる回るんですけ

どね。だから、どなられても何のプラスにも

ならんのですよ。 

 だから、皆さんも普通に自分の立場で考え

てもらったら、どなられた時点でそれ、完結

してませんか。それで終わって、自分でそこ

から何かを進めていこうという感情にならな

いですよね。ああ、どなられたで終わってし

まうんですよね。じゃあ、次、何でしようか

なと思ったら、どなられんようにしようとな

るんですよ。どなられるのが嫌やから。何も

前向いて進まないんですよね。 

 仕事もそれと一緒で、僕も小さいながら会

社を経営しているけど、僕も従業員をどなっ

たことって１回だけあるんですよ。ずっと覚

えている。後悔しているけど。その従業員が

ちょっと悪さをしたんで怒ったんやけど、ど

なってしまった。でも、どなってしまったけ

ど、結局、直らなかったんですよ。でも、後々

落ち着いてきっちり説明したら理解してくれ

たし、反発もされなかった。だから、どなる

という行為自体が、そこで完結した行為なん

ですよね。 

 ここに今、管理者の皆さんもいらっしゃる

けど、どなるというのは、ないと思いますけ

ど、どなるというのはやめてもらいたい。自

分がどなられたときに何か得たものがあるか

と考えたら、ないから。絶対ないですよ。だ

から、さっきも言いましたけど、愛のあるど

なりというのはあったと思う。クラブで頑張

ったけど、自分が落ち込んでいるときに、「お

まえ、何落ち込んでんねん」とどなられたり

とか、そういうのはすごい自分の中で覚えて

いるけど、失敗したことに対してどなられて

も何も得るものはない。 

 自分も小さいながら会社をやって考えた、

ずっと。考えましたよ。じゃあ、部下の子た

ちにどういう話をしようかなと思ったら、な

ぜ間違いを犯したんかというプロセスと、こ

れからどうしていけばいいという道筋を、や

はり上司というのは与えていくのが仕事。あ

と、やるかやらないかというのは今度、部下

側の話なんですよね。そこでやらない場合は、

僕、ここにも書かせてもらったんですけど、

評価制度ってあるんと違いますの、ちゃんと。

それって機能しているんですか。僕、議員に

なったときに、この評価制度の話をずっと当

時の市議会議員の方、皆さん結構話をされて

構築していったんやけど、公務員やからなか

なか評価しづらいよという話で終わっている

んやけど、評価制度って、でも、こういうと

きにほんまに使うべきやと思うんですよ。そ

の評価制度というのはどのように今、機能し

ているんですか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）この人事評

価につきましては、年頭に、年度はじめに目

標を決めまして、職務職責によってそれぞれ

同じような目標でも、やはり目標自体が変わ

ってくるんですけれども、その目標に向かっ

て年度内にどのような成果があったかという

ところで、目標に対して結果だけを見るだけ

の評価ではなくて、取り組んだ過程もやはり

重要な評価の対象になってきます。その過程

というのは、もしかしたら評価する者に対し

て見えていない部分もあるかもしれない。こ

つこつと努力していた部分もあると思います

ので、そこについては面談を必ずしています

ので、その面談のときにお互いのやり取りで

話ができる。それから、この５年度から評価

の様式を少し変えまして、評価と、あとは評

価をする評価者が何を評価するかというと、

やってきたことを自己申告、自己アピールを

して評価者が評価をする、そういう形に一部
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変えましたので、その自己アピールのところ

で、結果がもしかしたら伴わないかもしれな

いことに対しても途中経過、どのような経緯

でその業務を進めたかというところは本人も

ＰＲできるかなと思っています。 

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。 

○７番（岡 弘悟君）機能しているのかして

ないかは、今の説明では非常に機能している

んかなと取れるけど、実際はどうかなという

のは僕には分からないんで、その辺はまた後

ほど調査をさせてもらうけど。何でこれを言

うかというと、上司の方の立場からしたら、

自分たちが道筋を立てて、しっかりと指導も

して話をしても、そこに行き着かない場合は、

やはりそこの評価でしかできないと思うんで

すよ。部下の場合も、どなられてそこで完結

してしまうよりは、きっちり道筋をつけたこ

とが自分にはできなかったんかなという評価

の具体的な判例で出てくるんであれば、自分

もどういった形で次は取り組んだらいいんか

という考え方にも変わってくると思うし。 

 だから、人の感情なんていうのは迷路みた

いなもんで、取り方一つで全然変わってくる

し。ただ、明確に何かを示してあげないと、

そこの道筋には載らないですよね。曖昧なこ

とで、先ほど３番議員がいいことを言うてま

したけど、山を登るのに道はいっぱいあるん

やと。富士山にもいっぱいあるし、エベレス

トにいっぱいある。エベレスト、余談やけど

登頂したけど、実はこのルートがむちゃくち

ゃ難しくて、登山家にはこのルートのほうが

尊敬されるというルートが実際あるんやけど

ね。北壁のほうとかそうなんやけど。だから、

その道筋を選ぶのは上司やと思うんですよ。

難しい道を選ぶのは、部下の力量を見るのも

上司やし、部下にできるのかどうかを判断す

るのも上司。だから、上司が道に迷ったらみ

んな道に迷うし。山に登って遭難していると

きに、大声を出されても困るでしょう。上司

は道筋を示してほしい、部下はね。上司が道

筋を示したんやったら、部下はついてきてほ

しいよね。 

 ハラスメントの話をしてくると、これ、す

ごい乖離が起こるんですよ。ここの乖離をど

うやって埋めるんやという話をもっと行政で

真剣に考えてほしい。上司の孤独というのも

分かる。僕もそうやし。上に立つ者は孤独な

んですよ。批判もされるし。でも、部下は部

下なりの悩みもある。その溝というんかな、

永遠に埋まれへんかもしれんけど、その溝は

小さくできるはずなんですよね。それをやは

り本市で考えていかんと、橋本市をよくする

ために我々市会議員も立候補させていただい

て、ここで立っている。ここにおる皆さんも

宣誓したはずですよね、最初に、市民のため

にって。それでここにおられる。僕らがばら

ばらになったら、一番損をするのは市民なん

ですよ。だから、行政も、僕もそうやけど、

きっちり道筋を示して、どの道が自分らに最

短で、市民の幸福に当たるのかというのを考

えてもらいたい。そのためにはもちろん上司

の力量と部下の理解、そのためには今の体制

の中で自分たちが、部下と上司の間で何が足

らなかったかというのをもっと真剣に考えて

ほしい。そこが抜けてしまうと、いつまでも

空回り、表面だけ。 

 僕はとある人に、「小さい会社やから小さい

なりに人がよく見える。だからね、岡君、好

き嫌いだけするな」と言われた。「従業員、や

る子、やらへん子、好き嫌いじゃなくて、ち

ゃんとした評価をしてあげなさい」と。評価

されへんかった子は、自分が何で評価されへ

んかったかちゃんと考えるって。でも、好き

嫌いでやってしまうと、個人的に付き合って

しまうと、「あいつ、社長と仲ええ」、「あいつ、

専務と仲ええからや」という話になってしま
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う。それじゃいかん。正当な評価というのは

そこから生まれない。 

 だから、ここにおる僕、こんな若輩者が人

生の諸先輩方に説教しているみたいで申し訳

ないんやけども、やはりちゃんと道筋を立て

て、そして部下の理解もして、部下の方は部

下の方で、これを聞いてはると思うんで、何

でもかんでもハラスメントではなくて、じゃ

あ、何で今それを指導されているかというの

も考えてほしい。ただ、どなるのはやめてほ

しい。それだけお願いして、この一般質問を

終わります。 

○議長（森下伸吾君）７番 岡君の一般質問

は終わりました。 

 この際、13時まで休憩をいたします。 

（午前11時41分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番３、８番 田中君。 

〔８番（田中博晃君）登壇〕 

○８番（田中博晃君）皆さん、こんにちは。 

 昼一、腹が大きい時間でちょっと眠たいと

思うんですけれども、少しお付き合いをお願

いいたします。 

 私ごとで恐縮なんですが、昨日、ついに53

歳になってしまいました。ありがとうござい

ます。思い出したら、初めて議会のここに立

ったときって40歳やったんですよ。当時って

当局側、先輩ばかりやったのに、今気づいた

ら同世代とか、年下までおるようになってし

まった。時代って動くもんやなとつくづく思

っとる次第でございます。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問を

行います。今回は２項目です。 

 まず一つ目、学校施設の修繕について。 

 本市公立学校の修理修繕については、予算

との兼ね合いがあるものの、概ね対応はされ

ていると考えていた。しかし、調査をしてみ

ると、積み残しと思える案件が多々ある。例

えば、学校長寿命化による大規模修繕が次年

度にあるため、授業や生徒の学校生活への支

障がゼロに近い案件については、次年度での

対応は理解できる。 

 反面、体育館をはじめとする各箇所の雨漏

りや器具の故障など、学校側から修理要請が

数年前からあるものがいまだ解決されていな

い例がある。また、緊急案件においても、教

育委員会内での連絡が密でなく、結果、調査

や工事が遅れ、生徒・学生の心身が危険にさ

らされている案件もあった。 

 そこで、学校長寿命化とは別に、緊急性を

要する修繕案件や過去からの積み残し案件が

どの程度あり、どのような対応・解決を考え

ているのかを問う。 

 ２項目め、ごみ収集と市の役割について。 

 本市ごみ収集は、区・自治会の協力の下に

行われている。収集場所の清掃や管理におい

ても、区・自治会の協力なしには成り立たな

い。しかし、ここ数年、区・自治会、自治体

の枠を超えた問題がある。例えば、区外や他

自治体からの持込みや、言葉や文化の壁によ

り分別されていないごみの持込みがある。収

集されなかったごみは地域の方が分別し、改

めて収集をお願いする流れとなり、区・自治

会の当番の方の負担が大きくなるのと同時に、

分別の時間が遅れると、鳥獣による被害や風

雨による道路への拡散もある。区長や市民が

市に相談しても、区・自治会で防犯カメラを

つければよい、区で見張ってほしいなど、人

的にも金銭的にも今以上に負担を強いる回答

をしている。 

 ごみ収集は市の義務であり、区・自治会も

その義務に寄り添うよう、地域住民へ分別の
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徹底や収集場所の清掃など、でき得る義務を

果たしているが、現在の案件はそれを上回る

ものとなっており、どこまで区・自治会に負

担してもらうかが明確でない。 

 そこで、ごみ収集における上記のような問

題の把握や解決方法について見解を問う。 

 以上、壇上からの質問を終わります。明確

な答弁、よろしくお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君の質問項

目１、学校施設の修繕に対する答弁を求めま

す。 

 教育部長。 

〔教育部長（堀畑明秀君）登壇〕 

○教育部長（堀畑明秀君）学校施設の修繕に

ついてお答えします。 

 学校施設の修繕が必要な箇所については、

毎年、各学校長に施設調査を行い、学習環境

に支障のある修繕箇所を集約しています。児

童生徒への学びの保障のため、学習環境に影

響がある施設や安全安心を第一に修繕や工事

が必要な箇所に緊急度合い等を考慮し、計画

的に対応しています。長寿命化改良工事や大

規模改修工事など、大がかりな工事は国庫補

助金を前もって要求し、起債事業を活用する

など、財源も併せて計画を定めています。 

 議員おただしの緊急性を要する修繕案件は、

外壁の劣化など、児童生徒への危険が伴う箇

所が発生していると判断するものは、令和５

年10月時点の調査で８件あります。現在、そ

のうち４件を対応中であり、まだ着手できて

いない案件が４件あります。 

 議員おただしの体育館への雨漏りや器具の

故障においては、学校側から連絡や要請を受

け、雨漏りの原因であると思われる屋根の部

分的な箇所を過去に２年連続で雨漏り対策を

施していますが、雨漏りを完全に塞ぐという

解決には至っていない実情もあります。 

 器具においては、中学校の体育館において、

つり下げ式の電動バスケットゴールの作動に

不具合が生じ、その要因の特定調査と必要対

策の修繕費用の見積りを専門業者に依頼して

いた経緯はありますが、その後の調整が滞っ

てしまい、着手できていない現状に至ってい

る案件もあります。 

 これらは未実施の案件となりますが、授業

や学習環境に影響を及ぼしている実情もある

ため、早急に取り組む必要があると考えてい

ます。危険と判断する緊急案件においては、

可能な範囲で調査、修繕工事を行っています

が、内容によっては設計・工事施工などの大

規模な工事を必要とする場合があり、このよ

うなケースでは一定の期間を要するものと考

えています。学校運営においては、危険と判

断するエリアへの立入禁止や通行を回避する

など、学校施設の安全面の確保に努めていま

す。 

 最後に、緊急修繕や着手できていない案件

への対応・解決については、各学校から要請

されている修繕が必要な箇所は把握できてお

り、今後も継続して児童生徒の安全安心な環

境を確保するよう、ハード面とソフト面の両

面において、学校とも協力連携しながら、順

次対応したいと考えています。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君、再質問

ありますか。 

 ８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）答弁ありがとうござい

ます。 

 今、答弁を伺いますと、やっとるけどやっ

てないと言うたらええんかどうか分からんけ

れども、教育委員会で危険と判断する箇所が

８箇所あるけども、４箇所は手つかずやねん

という答弁でした。ということは、今も子ど

もたちが危険にさらされている、もしくは学

校の授業がそれによって滞っている可能性が

高いと、そういう答弁やったかと思います。 
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 これというのは、実は今年見つかった案件

とかではなくて、過去からの積み残しのはず

です。私が調べた限りではそうやった。とい

うことは、今年の教育委員会、部長も去年や

し、課長も今年の途中からやったんで、そこ

に責めるのはちょっと違うのかなという気は

しておるんですけれども、やはりそういうこ

とがあるということを理解した上で早急に解

決していってほしいんやと。積み残しは積み

残しやけれども、すぐやっていってほしいん

やという思いでこの質問をしています。ほん

まに、もし今、学校関係で事件、事故が起こ

ったとき、市長とか教育長の責任になってし

まうんやけども、その理由が、実はまだ手つ

かずやねんてそんなん言えませんやん。そこ

に問題があると思っています。 

 壇上でも言うたけど、例えば来年大規模改

修があるから、洗面台が１個壊れているけれ

ども来年へ回すんや。これは理解できるんで

すよ。そやけども、僕が言いたいのは危険性

があるやつです。答弁で順を追って対応した

いという答弁やったけども、ほんまにしたい

けどできてないなというのが、私の正直な感

想です。こういう言葉を使ったらあかんかも

しれんけど、やっぱりどうしても放置に思え

てしまう。予算の関係で後送りになったのも

あるんやろうけれども。 

 例えば高野口中学校、ずっとＰＴＡをやっ

とったんで、そのことを例えで出させてもら

いますけれども、高中の体育館の雨漏りは、

６年以上前からそういうのがあったんやけど

も、実際、ブルーシートを張って、どこから

雨が漏っているか分からんけどコーキングし

て終わりというので、そのまま今も雨漏りし

ています。授業で運動場は雨やから体育館を

使おうと思ったら、体育館も雨やんかって、

こういう状態なんですよ。こういうのって、

ほかの学校もあります。私が聞いている限り

でも、違う中学校でも教室やけど、雨漏りし

てきているんやというところもあります。 

 そこで気になっているのは、じゃあ、そこ

の修繕をしたら何ぼかかるんかなって。見積

りとかやっているという部分なんですけれど

も、どうも調べた感じやったら見積りもやっ

てないんと違うんかなって、そんな気がする

んですよね。ということは、予算要求をしよ

うにも、予算要求すらできやん。これが今の

現状だと私は考えております。 

 答弁で、緊急性を要する案件は外壁の劣化

など、児童への危険が伴う箇所が発生してい

ると判断するのは８件、うち４件未着手とい

うことやったんやけども、これは今年、さっ

きのとおり判明したところと違うから何年も

前からの積み残しなんですけれども、まずこ

の４件について予算の確保、予算要求という

のは行っていますか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）ただ今のおただし

にお答えします。 

 未着手４件というところですけれども、４

件のうち２件については現在、来年度に向け

て予算要求を計上しておるところですけれど

も、残り２件についてはまだ計上できており

ません。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）ということは、例えば、

いつ取るの。危険って教育委員会は分かって

いるのに、予算要求すらしていない。もちろ

ん時間がたてばたつほど、そこだけじゃなく

て新しいところ、新しい箇所がもっと危険や

わとなるところも出てくるかもしれませんや

ん。その辺が今の問題なのかなというふうに

思っています。予算要求をしないということ

は、修繕の見積りとかも取っていないという

ことですかね。そこ、答弁をもらえますか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 
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○教育部長（堀畑明秀君）現在、要求できて

いないものについては、見積りも取れていな

いという状況です。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）いつするねんという話

ですわ。今回、それが答えになるんやろうけ

ど。その案件はまた後で聞くとして。なかな

かこれで財政に質問をするのも難しいところ

なんやけど、何ぼかかるか分からんから。か

と言って、例えば今から見積りを仮に取った

として、新年度の予算よりももっともっと前

倒しして修繕せなあかんやん、危険やんって

なった場合に、もちろん金額が分からんから

言いようがないかもしれへんけれども、例え

ば場合によっては有利な財源とかはなかって

も、緊急性があるということで財政調整基金

を切り崩したりやとかそういうのって、財政

部局としては考えられるのか。もしくは、例

えばどこかのやつを止めて、こっちのほうが

絶対優先権があると考えた場合に、そういう

予算の組み方って今からでも可能なんか。ど

うでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）財政課長。 

○財政課長（三浦康広君）田中議員の質問に

お答えします。 

 緊急を要する場合、これは災害なども含む

緊急というふうに考えられると思うんですけ

ども、基本、そういう緊急事態が発生した場

合の予算の措置の流れなんですけども、本来

は、通常、予算化するためには議会の議決が

必要ということになっているんですが、緊急

を要するために議会を招集する時間的余裕が

ない場合は、地方自治法の取決めによって市

長専決なりという対応が取れるということに

なっています。 

 また金額にもよるんですけども、予備費と

いうお金を使ったり、予算流用というところ

で、緊急的に対応せなあかんという判断がさ

れた場合には対応できるということになって

いますので、予算執行、予算措置というのは

そういう流れで行うことができるというふう

になっております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）ありがとうございます。 

 恐らく教育委員会が危険やと判断している

のに今の段階で見積りも取っていない、だか

らこそ予算要求もしていない。でも、危険や

と判断している。危険の内容が授業に支障が

あるのか、生徒に支障があるのか、そこはち

ょっと分かりませんけれども、そういうのが

あるということを考えたら、もし見積りが出

てきたら対応だけ、大至急やったってほしい

なというふうに思います。 

 ただ、そういうところなんで、有利な財源

とか補助金とかを取りに行っとる時間もない

かもしれないんですよ。今、教育委員会が危

険やと思っているところというのは、教育委

員会内部で判断しているというのがあると思

うんで、もしかして建設部局とかと協議した

ら、いやいや、もっとこっちのほうが優先せ

なあかんやろうというところもあるかと思う

んで、そこは連絡を密に取ってほしいと思い

ます。 

 今日の写真は例えのところで出すだけなん

で、ここを修繕せえって意味じゃないですけ

ど。これ、高野口中学校の体育館に行く廊下

なんですけど、天井が剥がれているんで、雨

漏りで。窓のところを見たら、下側で鉄骨が

出てきとるというのもあります。 

 これが、分かるかな、高中の職員室へ上っ

ていく階段のところ。これは下ですけれども、

あの隙間から先生らは２階へ上るんですけれ

ども、１ｍぐらいしか取れていません。下は

全部閉鎖されとる。これ、何でかと言うたら、

天井が剥がれてきとるんですよ、上のこの天
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井部分が。一定危険な箇所は教育委員会で剥

がしてくれているんですけれども、下があの

ままになっとるというのが現状です。 

 屋上を見てもクラックが入っていて、コー

キングするぐらいしか方法はないんかなと。

これ、文教委員長が現場へ行ってくれて撮っ

てきてくれたんですけども、こういうのが現

実です。 

 それ以外も、これ、げた箱の上なんですけ

ど、雨漏り。これ、実は平成30年に天板は全

部換えてあるんです。雨漏りした跡があるか

と思うんですけれども、天板、平成30年ぐら

い交換しています。天板を換えているんです

けれども、実はいろいろ聞いていったら、雨

漏りの原因、そこを直してへんと。屋根だけ、

天板だけ張り替えたという流れっぽいです。

これは学校に確認したんですけれども。そう

いうのがあります。 

 これって結構金の無駄遣いやと思うんです、

正直言うて。元を、雨漏りの原因を直してあ

ったら張り替えるだけで済んだものがこうな

っている。これって高中だけと違って、よそ

の学校もあるんと違うかなというふうに感じ

ています。これがまずほんまに問題、教育委

員会としてやっぱりこれはチェックしてほし

いんですわ。 

 実際、高中なんかでも、これ、平成29年12

月議会で、当時、文部科学省が来たときに、

当時の教育長の答弁として、ここへ新しく建

てるのはあかんでというような話をしたとか、

そうやけども、現状で危険かどうかと言った

ら、安全やというのは当時の教育長がお答え

してくださっていました。 

 屋上防水についてお伺いしたいんやけど、

たしか当時って３年に１回ぐらい各学校、屋

上防水の工事をされとったと思うんやけども、

最近されていないというふうに聞いているん

ですけれども、その辺ってほんまにそんな感

じなんですか。教育部長、分かりますか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）以前は計画的に屋

上の防水・改修工事を施工しておりましたけ

れども、ここ数年は滞っておる状況になって

おります。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）これは別に高中だけと

違うと思うねんけど、それって何か原因って

あったんですかね。当時はたしか２年か３年

に１回ずつ各学校、屋上防水ってされとった

と思うんですよ。ただ、最近されていないな

と気になっとったんやけど、何か原因とか理

由とかあるんですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）屋上防水単体につ

きましては補助金がない事業になりますので、

屋上防水単体で施工する場合には市費の単独

というふうな事業になります。教育委員会と

しましては、できるだけ外壁改修等を含めて、

補助金を活用して整備していきたいというふ

うなことで、単独の施工というのを取りやめ

たかと考えています。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）恐らくその原因が先ほ

ど写真で見せた、屋根の吹きつけが剥がれて

きとった可能性があると。屋上にクラックが

入って、そこから雨水が入っていたやんかと

言われていますよね。だから、そこはちょっ

とやばないですか。そういう事情で子どもら

が歩くところ、屋根から物が落ちてくるとい

うたら、よけようないんですよね。見てて分

かる部分と上からって全然違うんで。これは

どないしたらええ、逆に。答弁できますか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）議員のご指摘のと

おり、確かに屋上の防水がかなり劣化してお

りまして、市長のほうにも報告し、これにつ
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いては、教育委員会としましては、できるだ

け早急に補助事業を活用して改修をしていけ

るように、計画をしていきたいと考えている

ところです。 

○議長（森下伸吾君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）田中議員の質問にお答

えします。 

 報告を受けてないんで、例えば、私も隅田

中学校の外壁が崩落したときは、すぐに直せ

と、補助金を待たずにやれという話をさせて

もらっていますし、現状、教育委員会から補

助金絡みでも、これって終わっとったんとち

ゃうんかよという話がまた後から出てきたり

しているんで、いつも補正予算の会議のとき

には怒るんですけど、何で終われへんのや、

１校完結が当たり前やろという話はさせても

らっています。 

 今、田中議員から指摘されたことについて

は早急に対処をしていきたいと。建築住宅課

とも相談して調査をしてもらって、なかなか

見積りを出さなあかんのですぐにはできませ

んので、そういう対応をできるだけ早くさせ

てもらいます。国と交渉して、学校改修で今

まで7,000万円やったんですけど3,000万円ま

で、一つの学校で改修をするときは補助金が

つくというふうな、そういう制度も今ありま

すので、文部科学省に送っている職員とも、

そういう状況も聞いて、すぐに対応していき

たいというふうに思っています。 

 高野口中学校については、今、長寿命化の

順番をちょっと早めようかなと。今、新しい

制度が令和６年度にできる可能性が出てきて

いるので、この間、北名古屋市へ学校改修の

新しい手法を見に行ってもらってあるんです

けども、一度それができるかどうかという調

査もして、学校全体がやはり相当問題がある

のであれば、新しい学校を建てていくという

方向性も示しながらやっていきたいと思って

います。八つのうち二つしか予算請求してい

ないということなんで、一度全部上げさせま

す。上げさせた上で財政とも協議をしながら、

また文部科学省でも協議をしながら、当然、

優先順位も、これから特にひどいところは変

えていきますので、ちょっとお時間を頂いた

上で、できるだけ早い学校改修に努めてまい

りますので、ご理解ください。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）ありがとうございます。 

 八つのうち６個はやってるんやね。二つが

まだ予算要求をしていないということなんや

けど、ただ、この二つについては見積りすら

取っていない状況なんで、まずは担当課とし

て大至急、見積りなりを取って、実際何ぼか

かるんやねんというところをやってもらわん

ことには、財政かって何ぼ金を用意したらえ

えか分からんという状況になっているし。さ

っきの高中、屋根が剥がれてきているって話

をしましたけども、あれって入ってないです

よね。あれ、今年の10月ぐらいの話なんで。

そういうのもありますので、ほんまに優先順

位、市長がおっしゃられましたけれども、や

はり担当課、建築関係と話をしてもらって、

もっとこっちのほうが先にしたほうがええぞ

ってあるかもしれへんし。 

 最初、答弁でバスケットのリングの話もあ

ったけど、もしかしてその体育館が雨漏りを

しとったら、先に屋根を直さなあかんやろう

という可能性もあるんで、そこはきっちりと

話し合ってください。 

 もう一点確認だけしときたいんやけど、今

まで聞いてきたのは学校、特に生徒とか、授

業に支障があるところなんやけど、実はいろ

いろ見ていったら、学校、子どもらには直接

支障がなくても、木が倒れかけている、道路

を向いて。これって一般の方、例えば車両と
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かにも影響を及ぼす場合があるんやけれども、

自分がＰＴＡをやっているときってあまりそ

ういうのって気にしたことがなかったんです

けれども、今回この問題を調べていったら、

そういうところも出てきたなというふうに思

っています。近隣の家屋に迷惑をかける可能

性、もし木が腐ってきて道に倒れたら、通行

をしている車とかにも迷惑をかける。そうい

ったところのチェックというのはされていま

すか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）学校近隣のところ

でご迷惑をかけるようなというふうなところ

の報告については、学校のほうから上がって

おりません。それ以外にも修繕が必要な箇所、

緊急的な修繕が必要な箇所というのは、教育

委員会のほうでも把握してございます。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）それは上がってないの

か調査をしてないのか、どっちなんやろ。調

査した結果、上がってないんか、それとも調

査すらされてないんか。その辺、分かります

か。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）学校施設の中だけ

でなく、近隣周辺のところにご迷惑をかける

ような危険な箇所がないのかというふうなと

ころなんですけれども、教育委員会におきま

しては通学路交通安全プログラムにおきまし

て、各学校から寄せられた危険な箇所は通学

路安全推進会議において重点課題を設定し、

合同点検を行っているところでございますの

で、そういうところについて今のところ、危

険箇所というふうに定めているところはござ

いません。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）ちょっと違うね。学校

の中に生えている木とかが倒れそうになって

いてとか、例えば木の枝とか、近隣の住宅の

屋根、といを詰まらせたりとかという、そう

いう迷惑になっているところって調査をして

いるんかなと。通学路は僕も安全点検に入っ

ているんで知っているんですけれども、そこ

の調査をされていないんと違うんかなと思う

んやけど、どうですか。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）今の田中議員の質問

にお答えさせていただきます。 

 先ほど２箇所できてないと言うてたうちの

１箇所については、今お話ししていただいて

いるような状況の箇所でございます。学校と

学校外とのフェンスのところに生えている近

くの木が、フェンスにもたれかかっていって

いるという状況。それについては学校からも

報告いただいております。ですから、ほかの

学校についてもそういった状況については、

うちで把握しておるというような状況だと考

えていただけたらと思います。 

 そこの学校については私も勤めた学校です

ので、その当時、やはり気になっていたので、

いきなり全て対応するというわけにいかなか

ったので、その年その年、危なくないような

ところまで必要な予算の中で対応していたと

いう状況です。それが今また伸びてきてとい

う状況になっているので、それが継続してさ

れてない状況があります。ですから、その辺

りについても学校と協議をして、やっぱり外

に迷惑をかけることはできませんので、それ

は対応していくように考えていきたいとは思

っております。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）お願いします。あれっ

て多分思っているところやと思うんやけど、

国道を向いてのところですよね。そこのＰＴ

Ａ会長も今こっちへ座っていると思うんで、

またその辺も要望をやってもらえたらなと思
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います。 

 もうこれで終わりますけど、要は、一番言

いたいのは、積み残してあったのは事実やし、

やはりいろんな事情があった。特に教育委員

会はあんなことやこんなことがあって、わち

ゃわちゃしとったんやけれども、今の段階で

こういう積み残し、また新しいのが出てきて

気づいてしまった以上、きっちりと見積りを

取って、すぐに対応できる体制を取ってほし

いんですよ。今回、いろいろ調査していって

分かったのは、見積りが取れていないから予

算要求もできないというところなんやけれど

も、早急に、さっき市長もおっしゃってくれ

ましたけれども、教育委員会としても関係部

局と連絡を取って、改めてちゃんと見直すよ

という、見積りも取るよという約束をもらえ

たらこの質問を終わろうと思うんですけども、

教育部長、そこだけお願いできますか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）今のおただしにつ

きまして、建築住宅課といろいろと確認をし

ていきながら、しっかりと見積りを取って、

予算要求に努めていきたいと思っています。 

○８番（田中博晃君）１項目、終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、ご

み収集と市の役割に対する答弁を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（井上稔章君）登壇〕 

○総務部長（井上稔章君）ごみ収集と市の役

割についてお答えします。 

 議員おただしの区外や他の自治体からの持

込みについてはこれまでもあり、区・自治会

の役員方の協力を得て相談し対応してまいり

ました。 

 区外からの持込みは、交通量の多い通りに

面した誰でも捨てやすいステーションが多く、

監視カメラとまではいかなくても、市から提

供する「他地区の方の持込禁止」などの警告

看板の設置や、市の補助金を活用した収集ボ

ックス整備などの対応をお願いしています。

また、ステーションの位置を少し奥まった場

所に移すなど、部外者が捨てにくいステーシ

ョンにしていくことも効果があります。 

 市としても、これまでの事例や役所の手続

きなどをまとめた、ごみステーションの管理

の手引きを作り、区・自治会の役員や班長な

どの相談に対応しています。 

 また、ごみの中から住所を特定できる郵便

物などがあった場合は、市から排出者を訪問

し指導も行っています。近隣の市町村や本市

を所管する橋本、かつらぎの両警察署とも情

報共有を行っており、悪質な案件については

法的な対応もできる連絡体制を取っています。 

 また、外国人の人口も500人を超え、全人口

の約１％となっています。ごみを分別する文

化のない国もあり、これらの方々のごみ出し

もトラブルとなっており、各地の区・自治会

から相談を頂いています。 

 そのため、転入者用のごみの分別方法を説

明したユーチューブ動画に本年、７か国語の

字幕を作成し、外国人の転入者にも見ていた

だけるようにして、窓口でごみの出し方の説

明を行うことで水際対策にも努めています。

また、今後、多言語化したごみ分別ガイドブ

ック等の作成を予定しており、市内の外国人

従業員を雇用する企業へ出向いて啓発するな

ど、対策を検討しているところです。 

 これらを実施しても全てが解決できるわけ

ではありませんが、行政と住民が協働して取

り組んでいくことが必要だと考えています。

他自治体などの取組みにもアンテナを張り、

今後とも市民の皆さまのご協力を得ながら問

題解決に取り組んでまいりますので、ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君、再質問

ありますか。 
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 ８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）答弁ありがとうござい

ます。 

 実際、ほんまに今までって、僕も議員にな

る前、区長をさせてもらっていましたけれど

も、当時ってまだ分別もきれいじゃなかった

というのがあって、今から14年ぐらい前か、

やっているときに、ごみの収集場所の集約と

かというのにも関わらせてもらったんやけど、

当時ってほんまに区・自治会の方々に、ちゃ

んと分別してねと言いに行っているようなと

きでした。そこから十何年たって、今、区・

自治会に入っている方は、限りなく100に近い

ぐらい分別できていると思うんです。 

 今の問題は、外国人の方が悪いとかじゃな

くて、そういう文化とかがないところから来

られている方も一定数増えている。私も当時、

注意したことがあるんですけれども、よその

自治体から運ばれてきとる方もおる事実があ

る。結構、車の通りが多いところって答弁が

あったけども、中のほうでも最近、増えてい

るのは事実なんですよ。恐らく担当課のほう

にも、かなりそういう声は届いているんかな

というふうに思っています。 

 ほんで、分別してない一般ごみ、可燃ごみ

というんかな、は収集時に収集してくれへん

から現場に置いとかれて、それを区長とか班

長とか当番の方が分別して、改めてセンター

に電話をして収集しに来てもらうという流れ

かと。ほんで、紙とかの資源ごみは一部、分

別してもらえれへんのがあったら、そこに置

いていかれる。でも、それって気づくのが遅

かったら風で飛ばされたりして、道路に飛散

したりということもあって結局、区の方がお

片づけしてくれているのかなというのがあり

ます。 

 もっと言うたら、あまりきれいにされてな

い収集ステーションとかって実はいろんなご

みのたまり場になっていて、結果、市の方が、

センターが改めて収集に行くという形を今取

っているかと思います。そういう集積の場所

があるところはいいんですけども、うちの辺

やったら軒先を借りているので、置いといた

らええやんというわけにもいかずに、もしそ

ういう分別をされていないごみがあったらそ

の日に片づけてしまって、もう一度収集をお

願いしているという形になります。 

 まず確認したいのは、ごみ収集というのは

市の責務というかな、義務、これで間違いな

いですよね。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）ただ今のおただし

ですが、一般廃棄物の処理と申しますのは、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中で取

りまとめられているところであります。その

中では、市町村としましては一般廃棄物処理

計画に従って、その区域内における一般廃棄

物を生活環境の保全上、支障が生じないうち

に収集し、これを運搬し、及び処分しなけれ

ばならないというふうには定められておりま

す。 

 また一方で、国民の責務といたしまして、

国民は廃棄物の減量、その他、その適正な処

理に関し、国及び地方公共団体の施策に協力

しなければならないと定められておるところ

です。本市の条例におきましても同様の定め

がありまして、市民の責務としましては、市

民は廃棄物の適正処理に関し本市の施策に協

力しなければならない、こういうような形に

なっておるというところであります。これら

のところから区・自治会を通じて、市民の皆

さまにステーションの管理を、市としては協

力をお願いしておるというところが現状でご

ざいます。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）ですよね。やっぱり区・
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自治会の方も、結構それに対する義務、市の

収集という責務に対しての義務、区・自治会

に入られている方はかなりの確率で、100に近

いぐらい守られているのかなというふうに私

は感じています。 

 もう一個確認したいのは、自治会とか区外

へのごみの持込みというのかな、持っていく

の、それはあり、なし、そこはどんな指導を

されていますでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）結論を申しますと、

市外への持込みは駄目です。その根拠といた

しましては、各市町村の一般廃棄物処理計画

は、その区域内で排出された廃棄物の処理に

ついて定めているというものとなりますので、

市外へのごみの持込みは原則、認めておりま

せん。また、市外からのごみの持込みにつき

ましても同様となっております。市内におけ

る区外の持込みについては、各自治会による

というところになっています。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）ありがとうございます。

ほんまにそうやわな、実際。何のためにごみ

収集しているんか分からなくなってくるし。

市外へ持っていく、よその自治体が持ってく

るのもそうやし、逆に橋本市の人がよそへ持

っていくというのも筋違いやろというのは、

当たり前のことですわ。 

 答弁であったんやけど、実際、警告看板を

設置したり、収集ボックスを置けるところは

置いても、その前に置いていくというのが今

なんですよね。恐らくそういう苦情も来てい

ると思います。実際あるんですよ。それでや

っぱり区の方が今困っていると。うちの区、

ほぼ完璧、限りなく100に近いというか、100

分別しているのに、結果、掃除せなあかんの

はうちらやろうという。そういう苦情が今多

いのかなというふうに思っています。 

 現在、区・自治会に入られている方が85％、

残りの15％は区・自治会に所属していないん

ですけれども、それらの方に対して、ごみの

収集・分別等についてどんな指導というか啓

発をされていますでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）まず、区・自治会

に入っていない方についてなんですけれども、

考えられるのは転入された方、この方々で未

加入者の方は多いので、転入された方につい

ては市民課での手続きの後、生活環境課に寄

っていただいて、収集の方法を周知して、区・

自治会に加入、及びステーションを利用して

もらうというところであります。 

 また、そうじゃなくて、区・自治会を途中

で退会された方などについてなんですけれど

も、この方々については、基本的に区・自治

会と相談して収集の方法を決めていくという

ことになってくるんですけれども、まずは生

活環境課のほうに相談に来てくださるもので

すから、その段階でその方とその方の所属す

る区・自治会を会わせて調整していくという

ような形になっております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）例えば大きなアパート

とかでごみのボックスがあるところやったら

それでいいんですけれども、こっちへ転入し

てきて一軒家を借りた。でも、区・自治会に

入らない。ごみ出すときはどうするのという

たら、区・自治会としてはもちろん、言葉は

嫌らしいけど、区に入らんでも清掃とか、例

えばそれに対する対価を支払うことでごみを

出していいよというのは、一定ありなんかな

というふうに感じておりますけれども、そう

はいかないところというのもいろいろあるか

と思います。実際、裁判をされている、今最



－45－ 

高裁の判例待ちというのもありますけれども、

そういった方々に対して今橋本市、区へは入

ってないけども、区の方から「ごみを出さん

といてほしいんや」と言われたところに対し

てどんな指導をしているのかというのをまず

知りたいんやけど、そういう相談というのは

ないですか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）現状、今、議員が

おっしゃった区・自治会に加入しない方が増

えているというところは非常に大きな問題だ

と。これはごみの問題だけにかかわらずとい

うところなんですけれども、そういう認識は

市としてございます。そんな中で、ごみステ

ーションに対して、区・自治会に入ってない

からここに置いてもらっては困るというよう

なのは、今おっしゃったように全国でも非常

にどんどん問題が顕著化しておりまして、議

員おっしゃったとおり、最高裁まで行こうと

いうような裁判をしている自治体も実際にご

ざいます。 

 本市においても、やはりそういう相談は増

加しているというのが今の認識です。せんだ

ってごみ問題に関するアンケート調査を行っ

たところ、だいたい８割弱の自治会が、未加

入であったとしてもステーションを利用でき

るというふうに確認は取れております。それ

は、何もせずにと言うと語弊があるんですけ

れども、ステーションを利用している自治会

もあれば、何らかの負担金を徴収するですと

か、そういう対応を取っているところもある

と。一定、掃除当番ですとか、区の総会の同

意を得てというようなところもまたございま

した。様々、自治会・区によって運営が今違

うというところが現状となっておるんで、問

題としての認識はございますが、それぞれス

テーションを利用してうまくその区の中でや

っていただきたいというのは、生活環境課の

ほうで相談をさせてもらっとるようなところ

です。 

 それでも置くところがないという方に関し

ましては、現時点では環境美化センターへの

持込みというのも受け入れておるところでご

ざいますので、そのほか、収集日が曜日が合

わないがために出せないというような方と同

様に、美化センターへの持込みもお願いして

おるというところもございます。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）ほんまに２割の地域で

は逆に持ち込めない、置けない。それがもし

家のいっぱいあるところやったら、世帯数か

らしたら相当な量になってしまうんかなとい

うふうに感じます。実際、神戸か、最高裁の

判例待ちになっていますけれども、ごみステ

ーションがあるところもあれば、家の軒先を

借りて出しているところもある。橋本市でも

それだけあるんやから答えは一概に出ないん

やけれども、持っていったら引き取ってくれ

るということやけれども、事前に相当転入し

てこられた方には伝えておかんと、後々のト

ラブルのもとになるのかなというふうに思い

ますので、そこは分かりやすい啓発のものを

用意していただきたいと思います。 

 最初の答弁で外国人向けというのもありま

したけれども、文化の違いがあるんで外国人

が絶対悪いというわけではないにしろ、やは

り様々な国の方、今橋本市へも入ってこられ

ているんで、何か国語のやつが要るんやろう

かという。実際、今、皆さんもごみを出され

たことはあると思うんやけれども、ごみの収

集場所へ行っても全部日本語やん、まだ。そ

ういうのも作っていってくれる、ユーチュー

ブ動画も作ってくれるということやったんで

すけれども、そこもやっぱりきっちりとやっ

ていかんことには、それもまた住民間のトラ



－46－ 

ブルのもとになるかと思いますので、答えが

出るような出ないような、出ない質問なんや

けど、これについては、その辺りもきっちり

と担当課でやっていっていただきたいと思い

ます。 

 今回、自分自身の質問が区・自治会絡みな

んでこういう答弁になったかと思います。市

のホームページを見ても、ごみステーション

は区・自治会やマンション・アパート管理者

が維持管理されていますと。他地区へのごみ

出しとかはやめてねというふうに書かれてお

るんですけれども、ホームページのその文言

を読んだら、これらのごみ出しというのは自

治会加入か、マンション・アパートの入居者

に限定した制度ってどうしても見えてしまう、

解されるんですけれども、その辺はいかがで

すか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）まず、最初に議員

がおっしゃられたみたいな、ごみの収集の責

務のところに立ち戻るような形になってしま

う質問かなというふうに自分自身は理解しま

した。住民にしてみたら一番利便性の高いの

は、これは極端なことを言うたらですけども、

家の前にごみ箱があって、それを回収しても

らえるとか、そういうような状況というのが

恐らく一番分かりやすいのかなとは思うんで

すが、そうはなかなか行政としてもできませ

ん。そうなってきますと、一番効率のいい収

集方法というところで、ごみ収集ステーショ

ンを各地区に置いて、そこにごみを収集させ

て、自分たちが、住民一人ひとりが分別して、

ごみ量を減らして、資源化できるものは資源

化していく。こういった取組みをして収集回

収する一番効率のいい方法が今の方法だとい

うふうに、自治会にも理解をしていただいた

上で運営しているというところです。 

 そうなってきますと今度、マナーの悪い、

もしくは出し方が分からない方にどういった

形で指導、それから周知をしていくのかとい

うところが課題に今度なってくると思います

ので、今後の未加入者への対応等も含めまし

て大きな課題を持っとるなという認識がござ

いますので、どういった形で進めるのがより

今の現在の状況にふさわしいのかというのも

含めて、検討していきたいというふうに考え

ています。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）ほんまに答えは出えへ

んから、これも僕も質問をしとってよう分か

っとるんですよ。部長が言われたとおり、戸

別収集して、不分別のものを置いていくのが

一番手っ取り早いんやけど、そんなん言うて

られへんから、そこは理解できています。か

といって、じゃあ、どうしていこうかって。

区に一方的に負担をかけているというふうに

思われている、区が負担やと思っているとこ

ろも結構あります。地域の方が当番で出てき

てて、自分らはちゃんとやっているのに、何

でよそのごみまでやらんなんのよって。今、

そこなんですよね。 

 そこについて何らかの対策というのは必要

なんかなというふうに、今やったら、そうい

うときは市に相談してよという答えになるん

やろうけれども、ほんなら市が回収に行くわ

とか、それはそっちでやってよとかという答

えにしかならんと思うんですけどね。区・自

治会への負担ができるだけ少ない形で、今以

上の負担をかけないというんかな、今も十分

やってくれているんで、それ以上の負担をか

けない形で区にどこまでの負担をお願いする

というのは、先ほど答弁された内容にしかな

らんのかなというふうに感じますけれども、

そうですかね。やっぱり最終的には、問題が

あったら担当課に、区長なり市民の方から連

絡してよという形しかないという解釈でいい
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ですか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）議員が今おっしゃ

った問題というのが、やはり今ごみに関して

は一番大きなところであると思います。３番

議員からもお話を頂戴しましたが、週１化も

伴って、ごみの減量については本市としては

率先して進めているというところがございま

すので、区・自治会が今直面してきている問

題というのは、外国人が文化の違いでなかな

かステーションの役割を理解してくれないで

すとか、市外から持込みが多いとか、そうい

うところについては相談に来ていただいたと

きには、しっかりと自治会・区、相談に来ら

れた方に対して個別にきっちり対応すること

で、一つ一つ解決していきたい。あわせて分

別、それからごみの減量化について、市民に

しっかり理解を求めていけるような施策を打

っていきたいというふうに考えていますので、

その点ご理解いただければというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）よろしくお願いいたし

ます。ほかにもいろいろ質問を考えとったん

やけど、言っても答えは一緒やし、もうやめ

とこうかなとは思います。実際、相談を受け

て答えが出ないんですよ、この問題って。誰

もが分かっているけど答えが出ないのを質問

しているけど、ただ、これが私のところへ届

いた、今、市民の方からの、区の方からの切

実な願いであると。実際、市が防犯カメラを

いっぱい持っとって貸し出したるわと言うて

くれたら、それのほうがありがたいけど、そ

んだけも余裕ないし。かといって、区で20箇

所も30箇所もあるごみの収集のところへ防犯

カメラを置いたら、100万円、200万円すぐ飛

んでいくやんかという現実から、皆さんが結

構困っている。実際、それで大ごと、けんか

になっているところもありますから、そうい

ったところを理解していただいて、町内会長、

区長からの相談に対応してください。よろし

くお願いいたします。 

 終わります。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君の一般質

問は終わりました。 

 この際、14時５分まで休憩をいたします。 

（午後１時52分 休憩） 

                     

（午後２時５分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番４、９番 堀内君。 

〔９番（堀内和久君）登壇〕 

○９番（堀内和久君）皆さん、こんにちは。

傍聴席の皆さんも、こんにちは。よくぞお越

しくださいました。 

 いつ一般質問をしても身が引き締まる思い

であります。足が震えております。おなかが

痛いです。12月議会なのでいつものことを言

わせていただくんですけども、今年の流行語

大賞いろいろあったんですけど、待ちに待っ

た38年ぶり、私、小学校４年生か５年生以来

からだと思うんですけども、阪神タイガース

の優勝、あれ、ですね。監督就任してから、

優勝という言葉を出したらプレッシャーがか

かるので、あれになればというあれ。リーグ

優勝したあれの日に、議会ではあれがあって、

私の中でいろいろあれがあったわけでありま

すが、それとこれとは別で今回、一生懸命や

りたいと思います。 

 今回は１番にうちの会派、４人目なんです

けど、４人一般質問をさせていただきまして、

同僚議員は本当にすばらしい的を得た一般質

問と、当局のすばらしいお答えの下で議論で
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きているなと。例えるならば、１番バッター

の岡本喜好議員は、阪神でいうと今回新人王

の村上なのかなと。王様、岡弘悟議員は阪神

の大山。田中議員は、見た目とは違うんです

けど切り口がしっかりとるんで近本、ＭＶＰ。

私はということになるんですけども、私はそ

れを解説しとる川藤みたいな感じで、ある程

度笑いも取れたので、通告に従いまして、真

剣に一般質問をさせていただきますので、真

剣にお答えください。よろしくお願いします。 

 大きく三つございます。 

 一つ目、ふるさと納税利活用について。 

 本来であればNo.２というふうに表記しよ

うと思ったんですけども、ちょっとジャブ程

度お話しさせていただきます。 

 近年、担当課の尽力、返礼品のおかげで、

右肩上がりの実績と目標達成に感謝でありま

す。今後とも飛躍していただきたく思います。

しかし、いつも思うことが、頂いたふるさと

納税の返礼品と諸経費を差し引いた約半分の

基金の利活用は、長期総合計画の幾つかのプ

ロジェクトのうちから予算化であるのは一定

の理解はしていますが、使い道にも夢やビジ

ョンを持たせることで、ふるさと納税を推進

する担当課の頑張りにも追い風となると考え

ております。もう少し使い道を具体化し、納

税者に感謝の思いを発信し、リピーターを増

やすことを考えていきませんか。 

 二つ目、岡潔記念館について。 

 本市の名誉市民の岡潔先生の功績をたたえ

継承していくとのことで、数年前から任意団

体と行政とで歩んできたと解釈を私はしてお

ります。任意団体発足より今日まで、当初の

目標を達成できているのか、また今後の展開

はどのようにされるのかをお伺いいたします。 

 三つ目、２回目になります。９月議会から

引き続いて、教育の所管の施設の維持管理等

についてでございます。 

 維持管理はどこの自治体でも課題となって

おり、本市では老朽化に対してどのようなビ

ジョンをお持ちなのか。前後５か年の計画を

伺いましたが、具体的には理解しにくい部分

も感じ、仕事量に対しての人員不足、教員不

足も感じます。今回、同僚議員が近い一般質

問をしているので、この辺はコンパクトに聞

きたいと思いますが、今回の課題の認識あり

というふうに、前回、教育長もご答弁いただ

いております。それから３か月、どのような

対策でこれからを進んでいくのかをお伺いい

たします。 

 明確な答弁、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君の質問項

目１、ふるさと納税の利活用に対する答弁を

求めます。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（土井加奈子君）登壇〕 

○総合政策部長（土井加奈子君）ふるさと納

税の利活用についてお答えします。 

 本市に頂いたふるさと橋本応援寄附金は、

ふるさと応援基金に積み立て、基金条例に基

づき対象事業に活用しています。 

 対象とする事業としては、令和４年度まで

は、長期総合計画の先行的に取り組むプロジ

ェクトである働けるまちづくり、安心して住

み続けられるまちづくり、みんなで子どもを

育てるまちづくりに係る事業とし、基本目標

の達成に向けた取組みに活用してきました。

令和５年度からは長期総合計画後期基本計画

のスタートに合わせ、基金条例を改正し、産

業の振興に関する事業、結婚・妊娠・出産・

子育ての支援に関する事業、住み続けられる

魅力あるまちづくりに関する事業としていま

す。 

 使途の公表については、これまで頂いたご

意見等も踏まえ、主な充当先事業の説明とと
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もに金額を掲載するなど、改善を行っていま

す。今後も分かりやすい公表を心がけ、取り

組んでまいります。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君、再質問

ありますか。 

 ９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）どうもありがとうござ

います。前向きな謙虚なご答弁なんで再質問

は特にないんですけど、少しだけさせていた

だきます。 

 プロジェクトの中でその他、市長にお任せ

というのがあるんですね。その他の主な事業

というのが、市長にお任せしますとか、タイ

トルのない納税のやつやと思うんです。それ

は選挙で選ばれた市長が自分のマニフェスト、

もしくは橋本市のよいことに使っていただい

とると思うんで、ここは質問から除外します。 

 ほんで、長期総合計画に基づいてのプロジ

ェクトということなんですけど、ざっくりい

い話もしてくれて、今後またいろいろ考えて

くれるということなんで、マイナスな重箱の

隅をつつくようなことは言いません。ただ、

１個聞きたいのが、これまでのふるさと納税

の利活用で主な自慢できるような事業という

のは、特にありますでしょうか。お答えいた

だけますか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）まずはふる

さと納税に関しまして、市内の農家や事業者

の皆さんが本当にいろいろ魅力ある返礼品を

作っていただいたおかげで、年々寄附金が右

肩上がりとなりまして、昨年度は約５億円近

くとなったということで、本当にありがたい

ことだと思っております。その中でこの寄附

金を活用させていただいて、橋本市が自慢で

きる、そういう事業はというふうなおただし

かと思うんですけれども、本市で利活用で自

慢できるところといえば、やはり子育ての事

業かなと思います。 

 前に議員が保育園の入園に際して、移住定

住を進めるならば、やはりそれなりの整備を

するべきやというふうにおただしいただいた

ことがあるかと思うんですけれども、私ども、

今年、はしっこ！ウエルカムプランというこ

ういうプランを一堂にまとめまして、橋本市

の子育てに関するいろんな事業をまとめさせ

ていただきまして、出生届をお出しになられ

た市に住所を置く保護者であるとか、それか

ら、９月にはＬＩＮＥでも紹介させていただ

きました。 

 これにつきましては、この中の事業に18歳

までの医療費の無償化であったりですとか、

それからブックスタートやセカンドブックの

こと、それから子育て支援センターや学童保

育、こども食堂など、そういうところにふる

さと応援基金を充当させていただいています。

全ての事業ではないんですけれども、たくさ

んの頂いた寄附金を充当させていただいてい

ます。それに加えて、はしっこ！ウエルカム

プランというのは、生まれてきてくれてあり

がとう、ウエルカムします、転入してきてく

れてありがとう、ウエルカムですよって、そ

ういう意味を込めていますので、妊婦健診に

係る費用であったりですとか、移住定住に係

る費用、ここにもふるさと応援基金を充当さ

せていただいています。これが本市の一番自

慢できる事業かなと思っております。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）すばらしいご答弁だと

思います。担当課も喜んでおるであろうと勝

手に思います。１番はそこ、主な事業の１番。

そしたら、部長、２番目、３番目はないんで

すか。これは今、みんなで子どもを育てるま

ちづくりプロジェクトの一覧のお話の橋本市

の使い道の自慢だと思うんですけど、そこは

拍手です。それ以外はありますでしょうか。
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あるのやったらある、ないんやったらないで

結構です。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）以前に議員

のほうからおただしがあった、夢のある使い

道というふうなことをおっしゃっていただい

ていたんですが、ふるさと応援基金の使い道

というのは、基盤は橋本市の長期総合計画に

基づいています。寄附金を募る場合も、それ

から使う場合も、長期総合計画に基づいた事

業に充てさせていただいているところなんで

すが、それら今、私たちが取り組んでいる寄

附に対すること、それから使わせていただい

て事業を進めていること全てが夢のある事業

だと思っております。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）ありがとうございます。

それもそのとおりだと思います。一番自慢で

きるところが僕と合致していたので、その辺

については長期総合計画に基づいて、みんな

で子どもを育てるまちづくりプロジェクト、

これについては大いに賛同で感謝申し上げる

ところです。 

 もう一個、なかなか地雷を踏めへんなと思

っとったんですけど、働けるまちプロジェク

トというのもあるんですね。ここはやっぱり

担当が経済部が主になってくるんですけど、

主にと言うたら、これ、政策課長から頂いた

ホームページの抜粋やと思うんですけども、

サイクルツーリズム活性化プロジェクト事業

99万4,000円、農産物産地化事業248万1,000

円、全体充当額が8,600万円のうち、あとはど

こに行ったんだろうという。あとは早い話が

産業振興基金に積み立てていろんな事業にや

っていただいとると思うんですけど、ここな

んですよね。使いたければ使えばええと。そ

れは僕、いいんです。議会も議決しとるから

理解しとるんです。そこに夢、ビジョン、リ

ピーターを取れるような発信ができとるんか

ということを今回聞きたいだけなんです。 

 だから、福祉関係に使っているのは、医療

費とか子育て、ウエルカムです。僕もウエル

カムです。ここの部分をもうちょっときれい

にまとめませんかという話をしたいだけなん

です。使っとることを駄目だと言ってないで

す。ここはやっぱり感謝と恩返し、リピータ

ーを取ってというウィン・ウィンの関係であ

らなあかんと。やっぱり費用対効果を求めら

れるんです、経済部ってなったら。これが生

きた金に使えとるかということを少しだけ、

数分だけ聞きたいんです。ここで聞きたいの

は経済部って言うていいんかな、働けるまち

づくりプロジェクトやから、割と経済の部門、

観光、農業。今回のふるさと便は皆さんの議

会議員の議決があって、本来であればコロナ

関連の補助金が２年あって、３年目はふるさ

と納税基金でいっているということやと思う

んですけど、議決しとるんで、こっちも、費

用対効果をもうちょっと考えるべきやったな、

また次の当初予算でお互い考えていきましょ

うということでこれはいいんですけど、この

辺は生きたお金の使い方であったかというこ

となんです。その辺についてはどなたかご答

弁できますか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）経済推進部で

は、令和４年度中においてふるさと納税、そ

れから基金を活用した事業費として約１億

4,000万円、そのうちの基金で利用させていた

だいたというのが、先ほどお話のあった約

8,600万円という認識でおります。 

 主な事業なんですが、昨年度で言いますと、

３年ぶりに開催したまっせ・はしもと、それ

からインターネット販売、ほんで何より橋本

ふるさと便事業にこの大半を活用させていた

だいているというところでございます。ふる
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さと便の活用において県外に橋本市の農産物

を送るということで、リピーターも本当に増

えてきているという状況の中で、私たちとし

てはこの基金を活用させていただいて、なお

かつ、経済推進部の中でもよりいい循環を求

めたいというふうに引き続き考えていきたい

と思っていますので、ご理解ください。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）経済部長、ありがとう

ございます。そこはもう理解しました。よろ

しくお願いします。 

 ただ、感謝の義というのは当然持っとると

思うんです。これをうまく発信することでリ

ピーターなんですよ。そこをもうちょっと手

厚くやっていただきたい。これは要望という

ことにさせていただいたら、そちらも何かし

ら発信しようとしているのは分かっているん

です。ただ、使った形がどういうものなのか、

それを発信することで次またもらえるように、

返礼品欲しさに納税するのも一つのふるさと

納税の形だと思うんですけども、やっぱり生

まれ故郷であったりとか、橋本市にゆかりの

ある人がやってくれている基金というのは、

極端な話、今たまたま目が合ったので消防車

を買ってもいいわけですもんね。ありがたい

ことやと思うんですよ。だから、そういうふ

うに形のあるもので残っていって、総務省の

ホームページを見たら分かると思うんですけ

ど、こんな基金に使っているんだよというふ

うな発信をもっとしてほしい。それだけで僕

は今回、これでいいんですけど、その辺につ

いてはどうですか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）皆さん方には

見にくいかと思うんですが、ふるさと納税を

活用、生かした事業のご紹介ということで、

ここには主立った三点を挙げさせていただい

て、納税いただいた方に感謝の言葉とともに

送付させていただいています。一点が橋本ふ

るさと便、二点目が子ども医療費の助成、そ

れから三点目が転入夫婦新築住宅取得補助事

業ということです。あわせて、橋本市はこん

なまちだというのを、少しですが情報として

案内をさせていただいています。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）ありがとうございます。

頑張っていただきたいと思います。また６億

円、７億円と行くためには、それが大事やと

思います。 

 一点だけ経済部に聞いておきたいことが農

業振興条例、それに関連してこの基金という

のもひっついてくると思うんです。この辺と

いうのは予算、決算で２年間同じことを言い

続けとるんで、今日はええ答弁をもらっとる

んで、この辺に関しては答弁は結構ですんで、

後ろで担当課も聞いとると思うんで、農業振

興条例の部分というのは今年、来年ぐらいで

きっちり立て直して、使い道の用途、そこの

農業の条例の部分というのが農業者のふるさ

と便といろいろ関係したりするんで、農業者

を増やすためにも、橋本市の耕作放棄地が減

るように、そういうのはお願いしておきます。

もう答弁は結構です。 

 最後です。ホームページを見ていたら、民

間の学校関係という何か補助金、ふるさと納

税の枠があるんですね。これについては簡単

に、時間がないので、誰か教えていただけま

すか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）橋本市内にあ

る私立の高等学校、中学校、それから彦谷に

ある学校、それぞれから申入れがありまして、

私たちの学校には県外から多くの方が来られ

ていると。そういった方の保護者の中には、

学校に対して何らかの支援をしたいというこ

とを主張されている方もおられる中で、ふる
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さと納税ということを活用して橋本市に支援

をさせていただくということにつながらない

だろうかというそういったご相談を受けて実

現したものです。支出等については、これか

ら協議をさせていただくということになろう

かと思います。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）よいことではあると思

うんですけど、学校運営とか学校に寄附した

い方は直接寄附というのも考えられると思う

んで、それはそれでどっちの入り口から入っ

ても僕はありだと思います。 

 そこで僕、１個思ったのが、福祉部長、民

設民営のこども園って、なかなかしんどいで

す、経営というのは。同じ官民でいうと、公

設民営やったらある程度修理とか環境整備と

いうのは行政が行きます。民設民営のところ

って補助金とか、ちょっと市も助けてくれと

るとは思うんですけども、この辺を僕、いつ

も思うんです。保育士の賃金もそうです。こ

ういった取組みというのもふるさと納税の一

部として橋本市で発信して、ここの入り口と

いうのはこのプロジェクトの中に入れるとい

うことを検討というのは無理なんでしょうか。

お答えいただけますか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）すばらしいご

提案ありがとうございます。確かに今、私立

の民営園は、物価の高騰とかいろんな形で、

経営にはかなり苦しんでいるところは聞いて

おります。そういった形で今回ふるさと納税

を使って、各民設民営のこども園や私立の保

育園に支援するということは大変有意義なこ

とだと思います。担当課とまた相談しまして、

この取組みに参加できるかどうか検討してい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）突然すいません。前向

きなご答弁ありがとうございました。これば

かりは部課だけでは決めれないので、緻密な

計算をして、緻密な思いで、当局の中枢に届

けて会議していただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 一つ目を終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、岡

潔記念館に対する答弁を求めます。 

 教育部長。 

〔教育部長（堀畑明秀君）登壇〕 

○教育部長（堀畑明秀君）岡潔記念館につい

てお答えします。 

 本年の９月議会において、橋本市立岡潔数

学体験館設置及び管理条例が可決されたとこ

ろですが、岡潔博士の顕彰事業については、

岡潔数学体験館の設置も含めて、当初から顕

彰団体と協議し準備を進めており、令和６年

４月の開館に向けて、展示や講座の内容につ

いても話合いをしているところです。 

 当該団体は、算数・数学が楽しい、面白い

と感じる子どもたちが一人でも多く育ってほ

しいという思いを持ち、活動を続け、また岡

潔博士が情緒の大切さを説き、ベストセラー

となった『春宵十話』等があることも普及し

ています。 

 本施設の開館に向けて準備を進める中で、

算数・数学の学習に対し、興味や自信を持つ

子どもたちを少しでも増やしていける講座や

展示を行うことができるよう、当該団体とと

もに内容を検討しています。 

 また、岡潔博士が残された情緒の大切さを

伝えるための箴言教室についても、当該団体

から意見を頂き、あるいは講師として招く計

画を立て、現在調整を行っています。 

 なお、橋本市岡潔顕彰基金条例において、

顕彰基金は岡潔博士の顕彰事業に要する費用

に充てることとなっており、本施設の数学教
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材や展示用備品の購入等に活用しています。 

 今後の展開としては、当該団体と協働の視

点でコラボレーションし、岡潔博士の功績を

顕彰するとともに、算数・数学に興味や自信

のある子どもたちを増やしていくことをめざ

したいと考えています。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君、再質問

ありますか。 

 ９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）淡々と行かせていただ

きます。１個目はええ答弁でやり取りできた

んですけど、ここからなんですよね。経緯と

かはだいたい今説明いただいたんで、勉強不

足のところもあり、少しは分かりました。い

つから記念館というワードは消えたんですか。

お願いします。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）令和３年12月４日

の文教厚生委員会において、施設の設置目的

や場所の方針を決定した旨の報告を行ってい

ます。そのときの説明で、名称候補として岡

潔数学体験館を挙げています。設置及び管理

条例にもありますとおり、岡潔博士の功績を

たたえ業績を後世に伝えるとともに、算数・

数学の意義や楽しさを伝え、関心を高めるこ

とを施設の設置目的に掲げており、この目的

に沿った名称として岡潔数学体験館としまし

た。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）分かりました。報告や

ったんで、それはそれでいいでしょう。数学

ＷＡＶＥという言葉を出していいのかな、任

意団体と協議してきたと言うけど、任意団体

は、協議はどこまでできたのか、了解はして

いるのか。了解しとるから報告してきとると

思うんですけども、反対意見はなかったのか。

その辺お伺いします。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）当該施設を設立す

るにあたり、開催する講座等の事業や展示、

数学教材について、顕彰団体の会長等の役員

と協議しながら計画を進めているところです。

協議に出席した会長等、会を代表して意見を

述べていただいておりまして、事業内容につ

いてはご理解を頂いておるというところでご

ざいます。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）理解を頂いとるという

のが真実であれば、それはそれでいいでしょ

う。 

 ちょっと話はそれるんですけど、この前か

ら私の知人が橋本市にお客さまを連れて柱本

小学校へ行ったらしいです。私は土日しか開

いていないというのをこの議場におったんで、

聞いとったんで知っていました。でも、世論

の方は知らないんですね。行ったら当然、学

校なんで、「今日、開いていませんよ」と、塩

対応と言うとるわけじゃないですよ。こうい

うこともあったということで、仮にも体験館

で人の周知が進んでるんやったら、土日営業

ですということをもうちょっと周知すべきな

んかな、校門にでっかく書くべきなんかなっ

て。人それぞれ雰囲気ってあると思うんです

けど、知らんおっちゃんが行けば不審者と間

違えられるのもかわいそうですしね。その辺

についてはどういった見解を持っておられる

んですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）開館に向けてそう

いった誤解のないように、そういう看板等、

周知して、皆さんにお知らせできるように対

応していけたらというふうに考えています。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）対応できてないから間

違えられたというか、入れなかったんと違う

んですか。周知できてないからこういうこと
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になったんと違うんですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）まだ開館準備中と

いうふうなこともあってというところなんで

すけれども、確かに周知ができていないとい

うふうなところがありますので、しっかりと

周知に努めてまいりたいと思っています。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）次、行きます。 

 ネットとかをよく見ていたら、さっきの基

金の話ですね、岡潔記念館クラウドファンデ

ィング、寄附に関する注意事項等というのが

まだあります。何年か前に寄附は受付終了と

いうのも小さく書いてあります。タイトなス

ケジュールですが、２月上旬から寄附の受付

を開始し、３月下旬に終了する予定です。こ

の辺は読めば分かります。寄附に関する注意

事項というのがあります。寄附金額が到達し

なかった場合も、寄附金額の返還はございま

せん。目標金額に到達しなかった場合、お預

かりした寄附金額は自治体内での使い道を検

討し、自治体が取り組む各種の事業に活用さ

せていただきます。この辺は書いてあるんで

すけども、でも、記念館という名前でお金を

取っといて、岡潔の情緒の道、岡潔先生を未

来につなげる、知ってほしいという寄附者の

思いで1,000万円以上のお金が入っとる。さっ

きさらっと答弁をしましたけど、部長、顕彰

事業の関係に充てると言いますけど、寄附者

にこれは伝わっているんですか。ここはイコ

ールになっているんですか。自由に使ってい

いお金なんですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）この寄附は岡潔先

生の功績をたたえ、顕彰していくために行い、

記念館が建設されることを願って寄附された

方もいるかと思います。今回、柱本小学校で

開館する岡潔数学体験館は、名称こそ異なり

ますけれども、そこで行う事業は岡潔博士に

関係する資料の展示や、小学生を対象とした

算数・数学教室、博士の名言等について学習

する箴言教室等を行う計画であります。これ

は当初の施設設立の趣旨と大きく変わったも

のではなく、法的には問題ないというふうに

考えてございます。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）法的根拠はないという

のは、法的なところに確認してきたというこ

とですか。寄附者に確認したということです

が。どちらなんですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）この件につきまし

ては弁護士のほうとも相談をしています。ま

た、寄附者のほうには文書の通知を行いまし

て、数学体験館として岡潔博士の顕彰、そし

て算数・数学の講座等を開催していく旨の通

知を送付させていただいてあるところです。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）そしたら法的に問題な

い。ほんで、寄附者にも一応一方通行ですけ

ど通達しとるんで、問題ないということなん

ですね。もう一度お伺いします。問題ないん

ですね。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）説明責任を果たし

ており、問題はないと考えています。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）現在、開館に向けて

準備を進めておりますが、この前の議会でも

私が答弁させてもらった中に、つくることが

目的ではなく、それも目的の大きなものなん

ですけれども、つくってからどうしていくか

ということも含めて願いというのを伝えてい

く、発信していくことが大事だと思っており

ます。めざすところということで、岡潔とい

う人物をより多くの人に知ってもらいたい、
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岡潔博士の存在と功績を未来の子どもたちへ

も伝えていきたい、そういうようなのが一番

根本にある思いであると考えております。そ

んなふうになるように、今つくろうとしてい

る施設をしっかりつくり上げていく。そこで

も事業をしていく。その中でいろいろ協力い

ただいた方々にも伝えていく。それをしっか

り取り組んでいきたいと考えております。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）教育長、別に僕はビジ

ョンが駄目だと言っているわけじゃないんで

す。別にいいことやと思います。昔の郷土資

料館みたいに、年間来場者人数どんなもので

すかって、遠足とか小学生のそういう公務的

なやつを入れて人数に足さんように。どれだ

けの方が来てくれるか、そういうのはやっぱ

り事業を継承していく上で観光の位置づけに

なるのかならないのか、それは僕はどっちで

もいいです。ただ、やるからにはそれなりに、

いつかは右肩下がるのは分かっています。継

承とは何かというのはそちらで考えていただ

いて、予算議決しとるんやさかい別に何も問

題ない。僕が聞いとるのは、クラウドファン

ディングを使うことに対して事業がそれてな

いですか、法律上、問題ないですかというこ

とを議事録に残しておきたいだけなんです。

あと、一方通行で通達しとると言うけども、

そういうのは反対だというか、そういう意見

というのは、現時点ではないという解釈でよ

ろしいんですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）１件、ちょっとど

うなのかというふうなご意見を頂いたという

のは聞いてございます。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）個人情報なんでいくら

かは聞きませんけど、そのお金はどうするん

ですか。返すんですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）現在のところは、

返金する予定はございません。どうなのかと

いうふうなご意見を頂いた方に対し、生涯学

習課のほうで説明に行かせていただいて、ご

理解に努めていただいているところでござい

ます。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）人手不足やのに、そん

な説明に行くんですね。だから、趣旨と違う

から返してくれと言ったら、返したらええん

と違いますのん。いかがですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）返金等の取扱いに

ついては、また慎重に対応していきたいと考

えています。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）話を変えます。前向い

て頑張ってください。 

 当初、平木市長就任前の木下市長のときの

昔話なんですけど、岡潔先生が住んでいたで

あろう建屋というのをきれいに解体して、ス

ポーツ振興公社の倉庫の２階に置いてあると

いうんですか、ほってあるというんですか。

岡潔先生の情緒、名誉市民を継承していくの

に、振興公社が悪いと言うとるんと違うんで

すよ、あんな倉庫のところにぽんとほりっ放

して、使えません。あれは誰のお金で、どな

たが処分するんですか。お答えください。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）岡潔博士の住宅の

資材につきましては、市のほうに移管された

ものになってございます。処分する際には、

市のほうで処分する必要があると考えていま

す。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）財産じゃなくてごみと

いうことなんですね。処分というほうに行っ
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とるということは。継承していくというのは、

体験館に変わったから使えなくなったという

んやったら分かりますけど、ふすまでもそう

です、建具でもそうです、床の間の部品でも

そうです。岡潔先生が畳の上にうつ伏せに寝

そべって、田中角栄さんと同じようなことを

するんですね、寝そべって本を見てという。

こういう雰囲気を出すって、ミュージアムみ

たいになると僕は思っとったんですよ。木下

さんもそういうことを言うてました。そうい

う思いが代々引き継がれとるはずやのに、あ

んな倉庫、あんな倉庫って公社が悪いんと違

うんですよ。公社の局長は怖いんで言葉を間

違えたら怒られるんで、どなられるんであれ

なんですけど、もうちょっと丁寧にきれいに

置いとくということを教育行政として、文化

とか歴史に携わっとる生涯学習課が何やって

んのという話なんですよ。 

 もう一つ言わせてもらったら、そこには本

来、文化、歴史より大事なものがあるとすれ

ば、地域の人の安心安全ですわ。あそこは備

蓄であったり、発電機、蓄電機、紀陽団地な

んか排水ポンプのときは絶対あれが必要なん

ですわ。あれを置く場所なんです、フォーク

リフトがあるんで。ほんで、本来置くべき草

刈り機の乗用であったり、外にガレージを借

りて月々３万円も４万円も払っとる。ずっと

公社が払っとるんですよ。子会社やから何で

もありなんですか。その分もお金を払ってあ

げたらどうですか、公社もお金がきついのに。

教育委員会としてどうですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）今ご指摘いただき

ました倉庫に資材を置いたままにして、文化

スポーツ振興公社のほうが費用がかかってい

たというふうなことにつきましては、教育委

員会としても胸の痛い話で、そこはまた文化

スポーツ振興公社のほうと協議をさせていた

だきたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）あの資材はどうするん

ですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）あの家屋の資材に

つきましては、使い道のないところについて

は処分させていただきたいというふうに考え

ています。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）使い道のないところに

はって、あるところあるんかないんか、精査

してあるんですか、あんな置き方で。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）私も一度確認して

きたんですけれども、確かにふすまなんかも

かなりぼろぼろになっており、ほこりもかぶ

ったままというふうな形になっていますので、

使えるものがあるかどうかというのはなかな

か難しいのかなとは考えています。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）名誉市民を継承する事

業をやっていて、もしかしたら使うかもしれ

ないということを引き継いでいて、あの程度

の保存方法で、体験館で何かをしようって、

こんなん僕は誠意が伝われへんねん、はっき

り言うて。その方が使ったであろう物品とか、

例えば今田教育長がすごい賞をもらって、い

ずれ名誉市民になったときに、今田教育長の

座っとった椅子、大事に置いとけよって。オ

ークションにかけたら１億円で売れるかもし

れへんって、こうなるのが文化継承なんと違

うんですか。あなた方は名誉市民の財産を何

やと思っとるんですか。教育委員会ってそん

なところなんですか。何か答えてください、

時間がないんで端的に。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）確かに、倉庫にそ
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のままカバーもかけず放置したままというふ

うな形になっておりますので、その点につい

ては私も反省したいと思います。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）これ以上言うとまたパ

ワハラになったらあかんので、今回のテーマ

はパワハラなんで。でも、大事な人を継承し

ていくんやったら、前畑、古川もそうですわ。

橋本市には、これから溝端淳平さんとか筒香

さんとか、いずれ名を残す人が50年後、現役

時代を知る人が60歳、70歳になったときに、

銅像でも建てようかとか、そういう時代が来

ないと橋本市って発展せえへんわけです。す

ばらしい方が出とるんですよ。 

 過去の事業を継承するって、過去の事業と

かって、数学の面白さの前に、そこ、一番地

一丁目なんですか。その人が生まれ育った情

緒というのは、この景色で何があって、この

人はこの館、柱本のところで、どんな人生、

どんな心に映ったのかということを基本とし

て、体験館とか数学の実績なんと違うんかと

僕は思うんですよ。僕はあまり学がないので

分かれへんので、逆に言うたら、すごいおっ

ちゃんというのは丁寧に扱わなあかんという

ことですわ。ここができてないのに記念館や

ら体験館やら条例やら規約やらって、そんな

もん俺からしたらどっちでもええ話なんです

よ。一番地一丁目が間違っとるということを

言いたいんですよ。腐ったものは返ってこな

いですよ。 

 文化財というのは、黒河道もそうですけど、

間違って保存したりすると罪に問われるんで

すよ。もしこれが世界遺産やったら、岡潔記

念館が、前の住んどったところが国宝とかそ

んなんになって大事に置いとけというものや

ったら、今、誰かアウトなんと違うんですか

という話になりますよ。その志の部分がない

のに、記念館が発展して、うまいこといって、

寄附者の思いに応えてやれるとは僕は到底思

えない。これ以上言っても答弁はできないで

しょうから、今日という日が終わってから、

どうするか考えて教えてください。答弁でき

ないでしょう。考えてくださいね。 

 三つ目に行きます。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目３、教

育所管の施設維持管理についてNo.２に対す

る答弁を求めます。 

 教育部長。 

〔教育部長（堀畑明秀君）登壇〕 

○教育部長（堀畑明秀君）教育所管の施設維

持管理についてお答えします。 

 ９月議会の一般質問でも答弁しましたが、

施設の維持管理のビジョンとして、文部科学

省インフラ長寿命化計画に基づき、学校施設

は長寿命化計画（個別施設計画）を策定し、

従来の改築を中心とした整備から、施設整備

に長寿命化を図る考え方を取り入れて学習環

境を維持管理しています。 

 議員おただしの仕事量に対しての人員不

足・教員不足を感じる点については、各学校

における児童生徒への学びの保障と良好な学

習環境を整えることを念頭に、職員一同で目

的共有と相互理解の下、計画的な業務の遂行

に努めています。 

 次に、今後の課題の認識があるならばどの

ような対策で進んでいくのかについてですが、

学校施設の維持管理には、築年数による老朽

化や自然環境、あるいは暴風雨や落雷などの

災害対応を含めた様々な要因により、安全面

や緊急性などを考慮し、柔軟な対応が求めら

れます。これについては教育総務課と建築住

宅課等との連携を図り、学校にも協力を得な

がら対応しており、担当である教育総務課施

設係においては、業務負担の平準化に向けて

取り組んでいるところです。 

 ９月議会以降では、業務遂行に係る職員の
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勤務体制等を含めた改善策の協議を行いまし

た。上半期は、職員の配置に不安定なところ

や災害対応等もあり、目先の業務に追われた

時期となりましたが、職員の健康状態を含め

た計画的な業務遂行と負担軽減を図れるよう、

面談等を通じて話し合いました。 

 それに伴い、教育総務課内で以前から進め

ていた係を横断した事務分担をさらに見直し、

下半期の業務を協力し合いながら遂行してい

るところです。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君、再質問

ありますか。 

 ９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）切り替えて質問をしま

す。答弁ありがとうございます。 

 今回、８番議員と、この後ろで14番議員、

15番議員が割と近しい一般質問なので、私の

ほうはハードとか、あと学校教育、教員の部

分というのは少し程度に触れたいと思います。

前回からの続きということもありまして、私

の前回の続きというのは、最後、教育長が答

弁いただいた、課題があるということを認識

しておりますというふうに答弁を二転、三転

していただいて、最後は僕、半分納得したん

で時間もなかったんで終わったんですけども、

一番聞きたいのは緊急性の柔軟対応というこ

とはあると思うんですけど、高野口中学校の

今日の８番議員の話を聞いとったら、こうい

う答弁書を書くとき心が痛くないんかなと担

当課には思いました。もう現実を見ましょう

よって。僕ら、聞くのもしんどいし、分かり

切ったことを聞いて、職員をいじめとるみた

いになるんです。 

 でも、お互い職員も議員もそこの学校、橋

本市内の学校がよくなって、教育に準じてく

れとる人、教育を受けとる人の環境整備を整

える、やっていくんだという。財政課長も必

死こいてお金を集めてくれとる。同じ方向を

向いとるのに、何でこうなれへんのやろうっ

て、僕、一つ考えたんですよ。やっぱり過去

の山積、やりっ放し、ほりっ放し、僕が大人

げなかった図書室のエアコンで一番ほたえる

とき、前の教育長もすばらしいわけが分から

ん答弁を残していっていますよね。さっきの

８番議員の話を聞いていたら、あんなところ

に造れれへんとか造るたら、灯油は使わす使

わせんとか、狂っとるんと違うかなと思って、

はっきり言うて。 

 そんなことの積み重ねたことが、今、あな

た、教育部長がしんどいんですわ。だから、

あなたのことを嫌いになれない、はっきり言

うて。一生懸命やっているし、汗の量は足り

ていると思う。上に報告してあります、して

ませんで、後で怒られるのはしゃあないです

よ。してないのにしたと言うたら、それはあ

かんと思いますよ。どなられますよ、はっき

り言うて。 

 でも、人員不足なんと違うんかなって。さ

っきの８番議員の一般質問も、今の答弁も聞

いとったら、見に行く余裕がない、人員不足

なんと違うのって。建築住宅課とどうのこう

のってよく言うけど、技術屋１人、教育委員

会におって、係長を兼務せなあかんって。副

市長が前に課長補佐級が係長を兼務する、こ

れは僕らも理解します。課長級が係長を兼務

せなあかんこと自体、手薄になってんのと違

うのって。そんなエースで４番みたいな人、

おらんでしょう。みんなぼちぼち頑張ってく

れて、オーバーワークやと僕は思うんですよ。

だから、ここにメスを入れないと処方できな

いんですよ。 

 ほかにしたい質問があるんです。教育ばか

りしたいんやないんです。危機管理も上下水

道もしたいんです。パート３になっちゃうん

で、この辺でちょっと考え直すことってでき

ないんですか。前の教育長の答弁の続きでも
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結構ですし、教育部長の見解でもいいですし、

いかがですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）人員不足ではない

のかというふうなおただしだと思うんですが、

工事については入札執行への逆算したスケジ

ュールを組み、建築住宅課や総務課と連携を

図っているところです。緊急的な修繕につい

ても可能な限り、現場確認や技術吏員、事業

者等への協力を求めて進めています。また、

人員不足ではないのかについてですけれども、

今、教育総務課では協力し合いながら業務を

遂行しているところで、必要な職員数は配置

されていると認識し、今努力しているところ

でございます。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）前回のご質問のとき

に、最後に私、事務改善委員会等で今の状況

をきちっと把握した上で、必要な形、必要な

体制というのを自分たちは協議し、要求して

いきたいと、そういうような意味合いのこと

を話をさせてもらったと思います。教育委員

会の中では、そういったことの協議というの

は行いました。ただ一点、年度途中であって、

そこを埋めてもらおうということになれば、

ほかのところにも迷惑がかかる部分が出てく

るかと思います。ですから、来年度に向けて

今の形をどう変えていくか、今年度中であれ

ば自分たちの業務をどう精査した上で協力体

制をつくっていくのか、そして一定のガイド

ラインをつくった上で勤務オーバーにならん

ようにしていくのかと、そういう辺りの話を

したところであります。 

 まだ十分な形ができているかということな

んですが、やっぱり業務の量とかというのは

多いことは事実です。それをクリアしていく

ための工夫というのはしっかり今のところ努

力、今年度中についてはしていこうというこ

とで取り組んでいるところですので、ご理解

いただきたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）教育長がそこまでおっ

しゃるんやったら理解という寄り添いたい気

持ちもあるんですけど、現実と向き合ったと

きに、課長が係長を兼務しとる、重鎮の会計

年度任用職員と言うたらええんかな、長いこ

と役所に勤めてくれたよく仕事のできる人が

短期的におってくれたけどもうおれへんなっ

た。僕、全ての職員が大事やと思っとるんで

すよ、ここにおる人。でも、特に橋本市を担

う今30代の脂が乗ったやつがしんどくなるの

を見ていられない。分かっとるはずなんです

よ。よその課に迷惑をかけたらあかんという

のも気持ちの中では分かるけど、倒れたらど

っちみち迷惑をかけるんです。処方する話じ

ゃなくてオペが必要や、危機的状況って僕は

言うとるんです。 

 ある程度足りとる足りてないの話、またぼ

かしてくるんであれなんですけど、令和４年

度の時間外勤務表みたいなのが所属別である

んです。教育総務課は１年間で1,500時間ぐら

い目標にしていますよという話ですね。通常

業務、これを足したら2,332時間、155.何％っ

てやつですね。これ、オーバーしています。

これは令和４年ですね。ほんなら令和４年、

これで話合いをして上半期がどうのというさ

っきの答弁は、下半期からどう、上半期から

どうということは、改善していきますよ、お

互いに仕事量分担して頑張っていきますよと

言うているにもかかわらず、令和５年の、こ

の間、僕が一般質問した９月、10月、この辺

までの時点でもう2,500時間を超えている。去

年から既に超えています。 

 ほんで矛盾しとるのが、同じ部長ですよね。

ここの所属のところ、前年度は1,500時間を目

標に設定しているのに、今年は2,500時間を目
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標設定にしている。時間外1,000時間増えます

よということを予告しとるわけじゃないです

か。人が足りてませんよって最初から、当初

予算から分かっとるわけじゃないですか。い

ろいろあって人の配置。ほんでいろんなとこ

ろが問題がすごい山積しているのが分かって、

あれもせなあかん、これもせなあかん、でき

るだけ補助金を充てやなあかん。さっき市長

はありがたい答弁を頂きましたわよ。緊急的

なところは補助金じゃなくて言うてこいと、

そういう話も言うてくれとる。なぜ言わない。

なぜ職員たちのバランスを守らない。 

 2,500時間設定して、現時点で100％にいっ

てるんです、2,500時間に対して。1,000時間

多く請求というか目標を立てて、もう100％い

っとる。11月、今頃出る頃です。12月、１月、

２月、３月、これ、下半期、さっきの答弁と

矛盾していますやん。これまた150％いくとい

うことは、3,500時間から4,000時間いくとい

うことですよ。あなた方、教育委員会でしょ

う。岡潔算数・数学ですわ。この辺、僕でも

割り算したら分かる。これ、おかしいないで

すか、処方でいいんですか、オペと違うんで

すか、危機的状況と違うんですかということ

を僕、パート２で学校教育課にも言いたい。

仕事をよう頑張ってくれ過ぎる。あと１人要

ると思う。生涯学習ももう一人要ると思う。

ひょっとしたらうわさの話やけど、こどもま

つりや何やらって、またあそこに負担がかか

ると思う。やりたければやればいいと思う。

でも、人の配置もついてくるんと違うかな。

事業をやることには応援してあげたいと思い

ます、筋が通っていれば。でも、教育委員会

の足元がぶれているのに、「大丈夫です」「い

や、問題あります」「大丈夫です」って、どっ

ちやねんという話なんですよ。いかがですか、

教育部長。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）ご指摘いただきま

したけれども、教育委員会といたしましては、

確かに残業時間が増えている実情はご承知の

とおり、今ご指摘いただいたとおりです。そ

このところについて、今後、どういうふうに

減らしていけるかというふうなところが課題

になるかと思いますけれども、しっかりと教

育総務課全員一丸となって協力しながら、負

担を減らしていくような形に持っていければ

というふうに考えています。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）教育部長のことを好き

なんで、これ以上言いたくないんですけど、

そんな答弁をしとっても解決せえへんですよ。

答弁虚偽になりますよ。下半期はみんなと連

携して横断した事務分担をさらに見直し、下

半期に業務を協力し合いながら遂行している

ところですって、ほんなら時間外が減るんで

すか。業務量は減るんですか。話合いをした

ら業務量は減るの。８番議員の山積と、あと

二つほどまだ見積りもしてないんでしょう。

建築住宅課にもこれからお願いするんでしょ

う。今よりもオーバーワークになるんですよ。

簡単な話でしょう。 

 最初に申し上げたとおり、技術屋１人、係

長級２人、よその部に迷惑をかけてでも助け

てくれと。橋本市の子どもたちのために、経

済部から、福祉部から、総務部から、建設部

から、どうか貸してくれへんかということを、

そっちで決めてあるかどうかの話なんですよ。

それで人がおれへんと言うんやったら、僕ら

もこんな質問をしないですよ。打診してある

んか否かの、自分の部下を守る、教育の現場

を整えていく、長期総合計画に基づいて進め

ていく、長寿命化をやっていく、財政課とや

り合う。つかみ合いするぐらい財政課とやっ

たらええと思うんですよ。そこまで言ってな

いでしょう、必要やって、つけろって。 



－61－ 

 だから、８番議員の言う僕の写真のそこで

すわ。落下が危ないさかいどうのこうのって、

誰も行ってないじゃないですか。私が行って、

こんだけコーンしてくれって校長に頼んだん

じゃないですか。ほんで、今現在進行形。職

員は漏れとるところばかり見て、入り口の雨

の入るところを見ない。一緒に屋上へ行って

くれと。僕が連れて行ったんじゃないですか。

何で雨の入り口を見らんと、雨の出る出口ば

かり写真を撮るんですか。そこが教育委員会

のおかしいところなんですよ。いかがですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）今ご指摘いただき

ましたとおり、教育委員会としてもそういう

施設の状況、そして対応について、何をすべ

きか、何を確認しないといけないのかという

ふうなところを、それぞれ職員が全員同じ意

識を持って取り組むべきことをできていなか

ったというふうなところについては、教育総

務課としても、教育委員会としてもしっかり

と反省をして、そういうふうな間違いのない

ように対応していきたいというふうに考えて

います。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）そうじゃなくて、あな

た方はよくやっとると言うとるんですよ。限

界やと言うとるんです。能力が悪いとか言っ

とるんと違うんです。認識不足とか協議不足

と違うんです。マンパワーが足らんから、子

どもらの整備、補助金を取っていく、今現状

で起こっとることの対応、岡潔先生もそうで

すわ、できないと言うとるんです。それにつ

いてどう思いますかと言うとるんです。これ

で分かれへんだら、僕も結構ですわ。でも、

そんなんやっとったら部長もしんどなるし、

次の課長もしんどなるし、抱えていったら。

現場でいつか事故が起こりますよ。ほんだら

そのときは、建築住宅課には言ってやったん

やけど、民間業者には言ってあったんやけど、

逃げれませんよ。最後、教育長、答弁を下さ

い。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）今の現状についてす

ごく理解を頂き、質問を頂いていると思って

ございます。それで私としては、こういう形

で取り組んでいきたいということについて、

しっかり今までも話はしてきているんですけ

れども、そのことを要求のベースで載せてい

くように取り組んでいきたいと思いますので、

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）堀内議員の質問にお答

えします。 

 時間外については、実は全庁的に増えてい

まして、コロナが終わった関係で事業をやっ

ていると、ものすごい残業も増えています。

今、財政にも指示してあるんですけども、も

う一回、各部各課の適正化計画を見直せと。

職員配置をもう一度見直して、できるだけ早

く対応できるように、特に新年度からはスム

ーズにスタートできるようにというふうなこ

とを今、財政課と協議をさせています。なか

なか難しいのは期の途中で異動をさすと、や

っぱりほかのところが穴が空いてしまって、

今度そこに負担がかかる。 

 今回、教育委員会は適正配置、適正規模の

部屋を３人でつくってしまったって、不祥事

もあったにもかかわらず、３人もほんまに要

ったのというところで、業務の進め方とかと

いうところをもう少し、何が優先順位で進め

ていって、後へ回してもええものは後へ回し

ていくような、そういうふうなことも考えて

いかんと。役所、私が財政難のときに採用を

３割採用しかしてなかったツケが今来ている

とは思って、私も大いに反省はしていますけ
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ど、でも、それしか選択の道がなかったとい

うところもあります。 

 今後、採用もこれから増やしていったり、

中途採用も採っていったりしながら、できる

だけ穴が空いているところについてはしっか

りと対応していきたいと思いますし、ただ、

仕事の優先順位のつけ方というのも職員もよ

く理解してもらって、対応していけたらなと

思うので、またご理解よろしくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）今、市長の話にあり

ました、中の３人の部屋という話があったの

で、少し補足だけさせてください。今年度か

ら本格的に取り組んでいくということで、当

初はやっぱりそこのところで人というのは必

要でありました。ある程度軌道に乗った段階

で業務の割り振りというのもする中で、協力

し合える体制というのをつくって今取り組ん

できておるところであり、そのところについ

ては今年度当初に比べると、そこの割り振り

はうまくできてきているのかなと、そんなふ

うに考えております。 

 ただ、私としては早く軌道に乗せるという

こともあったので、そういった対応をすると

いうことを選択しました。市長からそういう

お話も聞かせていただく中で、そこをうまく

取り組んでいかなあかんなという意識を持ち

ながら今取り組んできているところだという

ところも補足させて、説明させていただきま

す。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）ありがとうございます。 

 この一般質問をしたことが、教育委員会の

プラスになることを祈っています。それだけ

です。３階の部屋は緩和をする意味で十分発

揮できるし、名古屋に行って答えも出ている

と思うんで、よくやっていると思います。 

 いろいろありがとうございました。終わり

ます。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君の一般質

問は終わりました。 

 この際、15時20分まで休憩をいたします。 

（午後３時５分 休憩） 

                     

（午後３時20分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番５、２番 板橋君。 

〔２番（板橋真弓君）登壇〕 

○２番（板橋真弓君）皆さま、こんにちは。

頑張ります。 

 ただ今、議長のお許しを頂きましたので、

一般質問をさせていただきます。 

 まず１項目めは、市道原田小峰台線の夜間

通行の安全性確保について。 

 市道原田小峰台線は、車道、歩道が広く、

多くの車や歩行者が行き交う本市の重要道路

であります。しかしながら、街灯が少なく、

夜間になれば歩行者は真っ暗な歩道を通らな

ければならず、危険が伴います。４年前、１

番議員が一般質問し、横断歩道やＴ字路にあ

る電柱を利用して街灯を設置するとのことで

したが、まだまだ街灯が少なく、夜間になれ

ば歩行者や自転車通学の高校生は真っ暗な歩

道を通らなければなりません。電柱の数も増

え、設置しやすい状態にあると思います。 

 夜間通行者が安心して通行するためには、

さらに街灯の設置が必要と考えますが、当局

のお考えをお伺いします。 

 ２項目め、デジタル人材育成事業について。 

 自営型テレワークで地域在宅就労支援の推

進を促し、担い手不足の解消、働き方改革で

移住定住の促進、ひいては誰一人取り残さな

いＳＤＧｓの観点からも、子育て中、介護中、

療養中、障がいがあっても、セカンドキャリ
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アや副業をめざす人を応援する事業を本市で

推進し、都会に近い自然豊かな環境で子育て

しやすいまちをアピールし、住みやすい活気

あふれるまちづくりをめざしませんか。本市

のお考えは。 

 １、デジタル人材育成について。 

 ２、自営型テレワークについて。 

 ３、市民向けのサービスとして、パソコン

やＷｉ－Ｆｉ環境のあるコワーキングスペー

スなどの施設整備について。 

 以上２項目、私の壇上からの１回目の質問

とさせていただきます。よろしくお願いしま

す。 

○議長（森下伸吾君）２番、板橋君の質問項

目１、市道原田小峰台線の夜間通行者の安全

性確保に対する答弁を求めます。 

〔建設部長（西前克彦君）登壇〕 

○建設部長（西前克彦君）市道原田小峰台線

の夜間通行者の安全性確保についてお答えし

ます。 

 本路線は、小峰台などの住宅地から国道24

号への円滑なアクセスを可能にする幹線道路

として、片側１車線の車道と両側に自転車の

通行も可能な歩道が整備されている道路で、

一部区間で照明施設を設置していますが、残

りの区間においては設置されていない状況で

す。 

 道路照明施設は、道路構造令第31条及び第

34条に基づき定められた道路照明施設設置基

準に準じて、道路の交通安全確保を目的とし

ています。具体的には、連続的な照明は、歩

道等の利用者が道路を横断するおそれがあり、

自動車交通量及び歩道等の利用者数の多い区

間や、車両が車線から逸脱するおそれがあり、

自動車交通量の多い区間等に設置し、局部的

な照明は、信号機の設置された交差点または

横断歩道や長大な橋梁、及び夜間の交通上、

特に危険な場所等に設置することとされてい

ます。 

 議員おただしの夜間歩行者の安全性につい

ては、照明施設が未設置の箇所であっても歩

車分離歩道となっているため、歩行者、自転

車ともに安全性の確保はできているものと考

えています。 

 なお、本路線のＴ字路に昨年１箇所、交差

点照明を追加設置しています。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君、再質問

ありますか。 

 ２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）それでは、再質問させ

ていただきます。 

 令和元年６月の議会の答弁では、その当時、

電柱は12本中の３本がＴ字路ということで、

Ｔ字路、交差点照明は設置が可能ということ

で３箇所設置予定ということでしたが、先ほ

どの答弁では１箇所ということで、なぜ１箇

所しか設置されていないんですか。お答えく

ださい。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）３箇所設置予定で

検討をして、つける方向で考えておったんで

すけど、関西電力に確認したところ、隣接の

電柱が高圧線のみで照明に必要な低圧の電線

が添加されておらず、低圧の通電が現在未定

の場合や周辺の耕作者との調整ができない等

もあり、現在、１箇所の設置のみとなってい

ます。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）高圧と低圧というとこ

ろの違いがあったんですね。４年前と比べた

ら電柱がかなりたくさん立ってきているので、

もっとつけられているのではないのかなとい

うふうに思っていたのですけれども、Ｔ字路

での低圧等の条件を満たす電柱であれば、そ

れから条件が整っているところというのは増

えましたか。 



－64－ 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）議員おただしのと

おり、本路線の電柱というのは３年前、４年

前のところから電線の状況が変わっておりま

して、電柱が増えた状況になっております。

道路照明は本来、設置することが望ましいん

ですが、設置費や維持管理費が発生すること

から、照明施設を設置することで事故が軽減

するなどを鑑みて、投資効果を考慮して判断

する必要があります。それを踏まえた形で、

道路照明施設設置基準に設置箇所などが定め

られているものと考えています。本市として

もその設置基準に準じておりますので、本路

線の現状では、道路照明の設置は考えており

ません。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）設置基準に満たされて

いるということでよろしいんでしょうか。見

た目はかなり暗い感じで、それで先ほどの投

資効果を考慮してというようなご答弁もあっ

たんですけれども、電柱に街路灯を設置する

場合の費用と維持費について教えてください。

電柱１本に対してどれぐらいお金がかかるの

か。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）去年、本路線に設

置した照明施設は、20Ｗ相当に当たる照明器

具なんですけど、設計額で約11万円です。電

気代については本年の11月の請求分で、月当

たり136円となっております。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）思ったよりも安い感じ

なので、条件が満たされなければ設置はでき

ないのかなというふうには思うんですけれど

も、先ほどの答弁で耕作者との協議というの

が必要となってくるというふうなお答えやっ

たんですけど、その協議というのは絶対必要

なんでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）照明を設置しよう

とした場所には隣接のところで耕作されてい

る方もおりまして、農作物への影響も全くな

いとは言い切れませんので、協議は必要と考

えております。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）農作物に光が当たり過

ぎたら、成長に影響があるのかなというのは

私でも想像はつくんですけれども。 

 あと、高圧とか電圧が関係ないもので、最

近では太陽光パネルというのがあると思うん

ですけれども、その太陽光パネルを活用した

照明の設置というのはできるんでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）太陽光パネルのと

ころの照明について関西電力に問合せをいた

しました。問合せをしたところ、照明施設を

電柱へ取り付けることは可能かどうか問合せ

をしたんですけど、許可は下りないとのこと

でした。理由としては、電力を利用しない照

明であって、太陽光パネルが関西電力での維

持管理作業での破損等の問題があるためとの

回答でございました。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）ということは、維持管

理作業での破損というのは、太陽光パネルの

電気が破損するのか、それとも既存の電柱に

ついているやつが破損するのか、どっちの話

ですか。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）関西電力の電柱に

市の太陽光パネル付の照明を設置した場合に、

関西電力が作業中に何らかの破損を市の施設

に与えることによって問題が生じる場合があ

るからとか、そういう意味合いでございます。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）電柱を使わせてもらっ
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て、そこに太陽光パネルというたら、それは

つけたあかんと言われるんかもわからないん

ですけど、ひょっとしてポールごと別のとこ

ろに太陽光パネルというのは設置は可能なん

でしょうか。それをちょっと。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）太陽光パネルを活

用した照明というのは、現在、公園とかでも

設置しているところは一部あるんですが、器

具が高額になるということと、バッテリーの

交換やパネルの維持管理費が必要になる等の

ことを考えると、道路照明での設置というと

ころは今のところ考えておりません。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）４年前に１番議員が質

問をされたときには、小峰台のゴルフ場側の

ほうが結構、電柱１個飛ばしぐらいでついて

いまして、今回ついたのは多分、運動公園の

信号近くやったと思うので、真ん中の走ると

ころというのは全然ついてないというか、あ

まり効果がなかったんじゃないのかなという

ふうに思うので、ポールごとつけるというの

も、いろいろ条件はあるかとは思うんですけ

ど、Ｔ字路とかという条件が整ったら、つけ

ることというのは、お金は多分、多少高いし、

破損とか維持費とかがかかるかと思うんです

けど、それをつけるのは可能なんでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）道路照明というの

は基本的に交通の安全の確保というようなと

ころから必要やと考えていまして、暗くて歩

行者も歩きにくいということも非常に想像は

されますが、交通の安全面というところから

言いますと、本路線は車道と歩道が分離され

ている形というようなところで、十分歩道の

幅員もございますので、その中で市道との交

差点のみをつける方向で検討するということ

で、なるべく費用を抑えた形で既存の電柱等

を利用して設置していくような方向で進めて

おりましたので、新たにポールを立ててとい

うところも確かに考えれるとは思うんですけ

ど、まずは既存の電柱等のところで検討した

いなと思っております。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）重なるかもわからない

んですけど、残りの２本は何でつけられへん

のか。ちゃんと条件を確認しておきたいと思

います。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）関西電力の通電し

とる電線が高圧でしかないというところと、

近隣に農業の耕作者をされている方との調整

というところもありまして、現在のところ１

箇所のみとなっております。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）道路の安全という面で

はつけられへんということも分かりました。

段差があるし、ちゃんと分離されているから

安全、車と接触するようなことは今の状態と

してはないというようなことやとは思うんで

すけど、そしたら、やっぱり暗いところ、犯

罪とか、真っ暗過ぎて、防犯上危険なことも

あるのかと思うので、そういう点から防犯灯

ということで対応は可能でしょうか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）防犯灯をも

し設置するかということになると、やはり区

や自治会の判断となってきます。現在、区・

自治会に対する防犯灯の設置に対する補助金

はございません。ただし、持続可能な地域コ

ミュニティ発展交付金、いわゆるＳＤＧｓ交

付金において、防犯灯１灯に対しまして、10

Ｗであれば700円、20Ｗであれば1,000円、そ

の他は1,400円の電気代の補助は行っており

ます。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 
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○２番（板橋真弓君）幹線道路なので、住宅

内の道と言うたら、区の人とか自治会の人は

つけてと言うかもしれないんですけど、通っ

ている人は区の人ばかりではないということ

で限らないとは思うんですけれども、区で設

置するとなると、仮につける場合、先ほど補

助金はないというふうにおっしゃったんです

けど、ＳＤＧｓ交付金の活用として防犯灯を

設置するということは可能なんでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）ＳＤＧｓ交

付金では、行政事務委託に充てる使途を定め

ている区・自治会振興分と、それから使途を

定めていないＳＤＧｓ推進分に分類されるの

で、このＳＤＧｓ推進分を活用して設置をし

ていただくことは可能でございます。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）ＳＤＧｓ交付金が出来

上がったときに、自由に使えるお金があると

いうふうにイメージとしてあるんですけども、

実際にどの程度ぐらい使えるのかということ

を教えてください。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）ＳＤＧｓ推

進分につきましては、特に使途を定めており

ません。ＳＤＧｓ17の目標に適した取組みを

区・自治会でアイデアを出して取り組んでい

ただくことに対して交付させていただけます

ので、この分を使って防犯灯の設置というこ

とも考えられますし、使途を定めてないとい

うところと、それから繰越しも認めてござい

ますので、余剰分をためていただいて、その

他の事業に充当するということも、地域の実

情に応じて使っていただける交付金となって

います。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）先ほどの電柱につける

んやったら11万円ということなので、そんな

に高い金額ではないのかなと思いました。も

しもつけるとなれば、ポールごとでつけたら

もうちょっと高いかなと思うんで、先ほどの

答弁で繰り越ししていためることもできると

いうことですので、その辺のことは知識とし

て分かりました。ありがとうございます。 

 続きまして、教育委員会として対策という

か、橋本高校の生徒が自転車で帰り道真っ暗

なところを走っていたりするんですけども、

その辺は教育委員会としては対策はないでし

ょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）今、橋高の生徒が

というふうなことをおっしゃられたと思うの

で、県立高校は所管が県になりますので県教

育委員会に安全対策を確認したところ、高校

生の通学路としてのハード面の対応は行って

いないという回答がありました。本市教育委

員会としても、対応はいたしかねるところで

ございます。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）あれから１個しかつい

ていないというのは大変悔しいんですけれど

も、交差点照明もすぐにはなかなか難しいの

かなということで、あとの２箇所、もしくは

これから先、条件が整って、低圧の電柱がい

い条件のところについた場合、早期に設置で

きるように取り組んでもらえるように要望し

て、一つ目を終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、デ

ジタル人材育成事業に対する答弁を求めます。 

 経済推進部長。 

〔経済推進部長（北岡慶久君）登壇〕 

○経済推進部長（北岡慶久君）デジタル人材

育成事業についてお答えします。 

 一点目のデジタル人材育成についてですが、

国のデジタル田園都市国家構想を実現するに

は、担い手となるデジタル人材の充実が不可
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欠であることから、関係省庁が連携してデジ

タル人材の育成確保を推進しており、その重

点領域の一つとして、職業訓練のデジタル分

野の重点化が挙げられています。 

 現在、ハローワークでは、職業訓練ハロー

トレーニングとして、デジタルスキルの習得

コースを設けており、障がいのある方や長期

失業状態にあるひとり親などに合わせたコー

ス設定もされています。これらは無料で受講

でき、就業サポートや給付金支給も含めた支

援制度となっており、本市としてはこれら事

業の利用促進に向け、引き続き市民への周知

について連携したいと考えています。 

 二点目の自営型テレワークについては、仕

事の選択、注文者からの委託契約、自宅等で

の成果物作成や役務提供、納品や請求など、

一連の作業をテレワーカー自身で行うことに

なるため、テレワーカーとなるにはチャレン

ジする姿勢と必要なスキルを身につける必要

があります。自営型テレワーカーの育成につ

いては、現在、和歌山県において、「家で働く

カレッジ」として約６か月間でスキルを学ぶ

養成研修が実施されていることから、本市と

しては市民の利用が図れるよう、今後、事業

の周知に努めたいと考えています。 

 三点目の市民向けサービスとして、パソコ

ンやＷｉ－Ｆｉ環境のあるコワーキングスペ

ースなどの施設整備について、現在、市にお

いて整備計画はありませんが、市内には令和

３年12月オープンのシノダベース・コワーキ

ングスペース、本年３月オープンの紀伊見荘

内コワーキングスペース「リンクハシモト」

の２箇所の施設があります。どちらも民間運

営で、利用者のメインターゲットは企業会員

となっていますが、個人のスポット利用も可

能であり、市民の方もご利用いただければと

考えています。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君、再質問

ありますか。 

 ２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）再質問させていただき

ます。 

 今、部長の答弁にもありましたように、デ

ジタル人材の育成というところに特化して市

として取り組んでいるというところは、現在

のところないということが分かりました。ハ

ローワークと連携を取って、デジタルに関す

る職業の後押しをしているということなんで

すけども、このハロートレーニングというの、

私も聞いたことがあるんですけど、生活費と

いうか10万円をもらって、あと、訓練費が無

償というか、テキスト代は多分かかるんかと

いうことやと思うんですけども、多分これっ

て、私も近所の教え子が仕事を辞めたんで、

「ハローワークに行ってこれをやるねん」と

言うてたんですけど、これってやっぱり離職

しないとできないというようなことなのかな

と思うんですけど、あまり知られてない制度

やと思うので、もうちょっと詳しく教えてい

ただけたらと思います。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）ハロートレー

ニングというものには、雇用保険を受給して

いる求職者を主な対象とした公共職業訓練と

いうのと、それ以外の求職者を対象とした求

職者支援訓練というのがあります。どちらの

申込みもハローワークが窓口となっています。 

 デジタル習得コースには初級から上級まで

がありまして、また講習内容も事務系である

とか、ウェブデザインであるとか、ＩＴまで

多岐にわたることから、利用する場合にはご

自身の就きたい仕事なども含めて、事前にハ

ローワークに綿密に相談することが重要であ

るというふうに思います。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）もう一人卒業生で、転
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職で看護師をめざした子がいてたんですけど、

最初にこの制度を知らなくてハローワークに

行かなかったんですね。進学の費用とかを全

部出した後に、学校自体がここに登録してい

る学校やって、同級生がこの支援を受けてい

たと。大違いで、何百万円という違いがあっ

たということで、やっぱり周知はすごく大事

だと思うので、できるだけハロートレーニン

グの周知というのは行ってほしいなというふ

うに思います。 

 ハロートレーニングでいろいろ多岐にわた

ってデジタルの内容があるということだった

んですけども、だいたい習得した人で、習得

しただけで就職できないとかというようなこ

ととかは、ないとは思うんですけども、実績

として一体何人ぐらい利用されとって、就職

率がどれぐらいなのかというのを、分かる範

囲でいいので教えてください。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）まず、ハロー

ワーク橋本というのが、かつらぎ町、九度山

町、高野町も含めた橋本・伊都管内を対象と

しておるということが前提になりますが、令

和４年度では59名の方がハロートレーニング

を受講されて、そのうちの３分の２の40人が

就職に至ったということを情報として頂いて

おります。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）ということは、この訓

練を受けた人は、３分の２は就職できている

ということですよね。ということは、さらに

アピールというか、もっと周知がしていただ

けたらありがたいなと思いますので、その辺

の周知のほうをよろしくお願いします。 

 あと、今回、子育て中とかひとり親とかと

いうところ向けの、全部、転職という人のハ

ロートレーニングやと思うんですけど、短い

時間帯に、別の仕事もあるけど、ほかにも仕

事をしたいという人の、そういったところの

就労支援の窓口というのはありますか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）ハローワーク

橋本にはマザーズコーナーというのが設置さ

れておりまして、子育て中の人が気軽に相談

しやすいように、相談窓口の横におもちゃ等

を置いたプレイルームというのも設置されて

います。短時間就労についてはここ数年、企

業において人材不足等が言われている中で、

ハローワークからも短時間就労の求人や子育

て中の方等に配慮した求人を企業に求めてい

るというようなことがあって、マザーズコー

ナーではそういった企業の情報を提供してい

るというふうに聞いております。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）マザーズコーナーの実

績も教えてください。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）対象として、

登録された方が約409名の方がおられます。令

和４年度中の相談件数というのが、延べ1,671

件でありました。なお、そのうち就職された

方というのは、延べ254名になります。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）ひとり親とかというこ

とで、市のほうでも周知するような機会とい

うのはあるんでしょうか、ハローワークに。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）ハローワーク

橋本のほうから再々、そういった情報提供を

市と一緒に取り組んでもらいたいというよう

なご相談もあって、ありとあらゆる機会を通

じて私たちも情報発信に努めたいなと、そん

なふうにも考えています。 

 一方、本市からも誘致した企業も含めて、

移住相談等でハローワークの方がその現場に

おられると非常に相談しやすいということも
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ありますので、そういったことも含めて連携

を強化しているところでございます。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）健康福祉部で

はハローワークと提携しまして、先ほど経済

推進部長がおっしゃいました各種の事業につ

いて、ひとり親の方が就業に就きやすい資格

を取得するための支援として、自立支援給付

事業というのをやっております。児童扶養手

当等の申請のときとかに、そういう制度のあ

ることを周知しているところです。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）ありがとうございます。

福祉のほうからも、そういう受皿があると助

かると思います。 

 ここでモニターを見ていただいて、デジタ

ル人材育成について国の補助金等を利用した、

長野県の塩尻市のＫＡＤＯという団体がある

んですけれども、それについて、市が直営で

やっているということで、説明というか紹介

したいと思います。 

 人口６万5,000人、本市と同じぐらいの人口

の長野県塩尻市で、2010年に立ち上げた官民

連携の、ひとり親家庭とか子育て中の女性な

んかに、時間的な制約がある人向けに地域就

労支援事業として、これは塩尻市振興公社が

運営していますＫＡＤＯという取組みがあり

ます。 

○議長（森下伸吾君）暫時休憩いたします。 

（午後３時54分 休憩） 

                     

（午後３時54分 再開） 

○議長（森下伸吾君）再開いたします。 

○２番（板橋真弓君）すみません。この事業

というのは100％市が出資しておりまして、自

営型テレワーク推進事業ということで、クラ

ウドソーシングとテレワーク、コワーキング

ルームというのも組み合わせた地域就労支援、

ひとり親家庭の在宅就労支援としてスタート

をいたしました。この真ん中の塩尻市振興公

社というところで、見えにくいかもわからな

いんですけども、チームで取り組んでいると

いうことで、パソコン初心者でもＩＴスキル

を身につけるために、18か月の研修を経て、

資格を取ります。そして、仕事は公社が受注

して、右側でクライアント、この20社ぐらい

あるんですけど、そこで仕事を取ってきまし

て、自営型テレワークの形態で個人事業主と

いうことで、テレワーカーと独自に契約を結

んで、進捗管理とかもチームでやっていただ

けるということで、真ん中にあるこのディレ

クターというのがコーディネートをしてくれ

る人なんですけれども、進捗の管理というの

はチームでやっていただけると。 

 さらにこれがパワーアップしまして、2016

年にはデータアノテーション業務というのが、

何のこっちゃと思うんですけれども、ＡＩ画

像の認識とか機械学習モデルのもととなる教

師データという、もともとの画像の注釈を１

個ずつタグづけしていく、地道な作業らしい

んですけども、それが結構単価が高くて、そ

の業務を導入したと。公社のディレクターが

業務内容もチームやからばらばらにして、プ

ロセス、作業とかもみんながやりやすいよう

にすると。あと、品質管理とか納期、いつい

つまでにこれだけ出してねみたいな形で、ス

キルアップとか人材育成とか、あと就労のサ

ポートもそこでやっていただけるというあり

がたいチームなんですけれども。 

 2017年には、自動運転の高速道路の地図な

んかのデータの作成とか、結構高度なことま

でできるようになっていて、受注額が2015年

で1,000万円やったのが、去年は３億円までい

ったという。拡大して、テレワーカーは389

人、そのうち９割が女性ということで、平均

時給が1,000円。今後は物価高騰を受けて
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2,000円を努力目標として。そこですごいＫＡ

ＤＯが成功しているので、周りの自治体もそ

れを利用して広がっていっているということ

なんです。 

 そこのテレワーカーが、ＧＩＧＡスクール

でＩＣＴ支援員として全校に配置されている

ということもあります。子どもだけでなく、

教員のサポートも行っているということで、

人材が豊富に、自分たちで人材を育成して、

市に還元されているというようなことです。 

 ということで、この取組みについて本市の

考えはいかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）長野県塩尻市

が2010年から実施しているということについ

て、私もホームページ等で資料等も見させて

いただきました。引き続きどういった取組み

をしているのかというところは精査、研究し

ていかなければならないと思うんですが、地

理的な環境も大きく違いますし、新型コロナ

が拡大してから在宅ワークのマッチングサイ

トというのも普及しているというようなそう

いうこともあって、現時点で本市では、同様

の取組みを行うということは考えてはいませ

ん。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）市が直営するというの

は、かなりハードルが高いということは重々

承知しております。でも、こういう人材を育

成している市もあるよということで紹介させ

ていただきました。 

 答弁にもありましたけれども、自営型テレ

ワークということで、チャレンジをする姿勢

と必要なスキルを身につける必要があるとい

うふうに答弁いただいたんで、なかなか１人

で、一人親方ですよね、自分で仕事を見つけ

て、全部スキルもやってというのはかなりき

ついので、やっぱりサポートが、ＫＡＤＯま

ではいかなくてもサポートが必要というふう

に思いますし、初心者でも行けるような、特

に女性なんかがやりやすい副業なんかもでき

るようなものがあればなというふうに思って

いまして、夏に私、女性のデジタル人材の研

修会に出たんですけども、そこで和歌山県に

もそういう団体があるよということを知りま

して、就労した後もサポートをしてくれてと

いうことで、その団体について今から説明を

させていただきたいと思います。 

 モニターをお願いします。これは字がでか

いから見えるかなと思うんですけど、県の委

託事業なんです。自営型テレワーカー養成研

修ということで、「家で働くカレッジ」という

のが夏に募集がありまして、９月から半年間、

そこでスキルを身につけるようなことをやっ

ていただけるというので、そこをやってくだ

さっている団体というのが、ＴＥＴＡＵ事業

協同組合というのが上富田町にあります。そ

のコンセプトというのは、南紀方面でデザイ

ンホームとして、一人ひとりの力を生かすこ

とで課題解決をする。様々な活動を行ってい

るということで、人口減少が経済活動を縮小

させること、人口減少による労働力の低下に

対して産業の向上、生産性の向上をめざすた

めに、テレワークが一番いいよ、有用だよと

いうふうにしているところです。 

 ＴＥＴＡＵのコンセプトとしては、それこ

そ育児中の人とか介護中の人、それから療養

中、障がいを持っている人とかということで、

自分はそんなに働けないわという人、働くこ

とを諦めていたという人が、ちょっとでも働

けるようになるということをめざしていると。

あと、収入を得ることによって社会との関わ

りを適切に持つことができる。不登校からひ

きこもりになった方とかで、なかなか社会と

接点がないような人でもこのフェアに参加さ

れとって、フェアでは体験談みたいなのを言
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ってくれるんですけど、皆さん生き生きされ

ていて、性格が変わったというような、ずっ

と家におったんやけど、やりたいときにやら

してくれるというか、環境を変える。普通、

企業とかやったら自分が企業に合わせなあか

ん。企業がこういうふうに求められたら、そ

っちに自分が合わせなあかんのですけど、こ

れはそうではなくてセーフティーネット的と

いいますか、その人が「今日はちょっとよう

出やんねん」となったら、そこもチームなん

ですけど、チームで、「子どもが熱が出た」と

なったら、「今日は代わります」とかという。 

 コーディネーターをこのＴＥＴＡＵがやっ

ていただいているので、すごくほんまに身内

みたいな感じで、今回が６期の募集やったん

ですけど、１期から６期までの200名近い方が

コミュニティになっていまして、クラウド上

に、こんなあだ名とかがついているオフィス

があるんですね。必要やったらそこで話をし

て決めると。進捗状況もコーディネーターの

人がやってくれるので、本当に安心で、あと、

困ったら先輩に聞けるという環境もあるとい

うのがすごく魅力でした。 

 そもそもなんですけども、テレワークとい

うのは雇用型と自営型とありまして、自営型

をとにかくサポートしていこうということな

んですけど、自営型で大分稼げるようになっ

た人は、企業に就職されたりという人も中に

はいらっしゃるということで。利点というの

がここにあるんですけど、制約されるものが

少なくなってくる。時間と場所、自由。それ

からスキルアップも自由。隙間時間を生かせ

る。得意なことや経験を生かせる。未経験か

らでもできる。ほんで、職種や仕組みもいろ

いろということで、いろんな方が、ひとり親

とかがすごく頑張っておられました。そうい

う方が集まってきて、本当にフォローし合っ

ているという雰囲気がよく分かったので、こ

んなところがあるんやなというふうに思いま

した。 

 これがフェアのことです。全部無料です。

託児もありますし。ただ、難点は会場が和歌

山市内と田辺市なんです。紀北地方は全然い

なくて、研修に行ったときも橋本市はゼロで

した、参加された方が。私がそれを聞きつけ

て、特別支援学級の卒業生なんかでも、将来、

Ａ型、Ｂ型とかで働いているのでちょっとし

かお金がないということで、こういうスキル

が手に入ったらいいなということで紹介した

ら、今現在、通っているですけれども。この

10月から半年間やっているんですけど、自営

型なので、12回に分けて、最初３回は現地に

絶対行かなあかんのですけど、あとの月１回

の研修みたいなのはリモートでもできるとい

うことで。ただ、月曜日なので、その子は仕

事が休めないというのはちょっと難点なんで

すけど、できたら橋本市で、近いところで通

えるようなことができたらなとすごく思った

んで、ぜひともそういうことが可能になれば

なというふうに思っています。 

 安全なクラウドソーシングのサイトも紹介

していただいたり、全部手取り足取り教えて

いただけます。お金も振り込まれて、体験さ

れている方は２万円とか、最初は何百円とか

いう単位なんですけど、クラウドソーシング

は10万円とか20万円とか、だんだん信用を得

ていくと、どんどんと仕事が入ってくるみた

いで、月20万円とか30万円を稼ぐ人もいらっ

しゃいました。なので、副業はどうでしょう

かということなんですね。 

 ほんで、この研修が半年終わったとしても、

ＴＥＴＡ子屋というものも中に組み込まれて

いまして、これはインスタとかで募集をまた

２月にかかるんですけども、これは月1,000

円で、そのまま継続してスキルを学ぶことが

できるというようなものです。なので、母体
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がありますので、それを利用しない手はない

なというふうに強く思っております。 

 ということで、橋本市で開催はできないの

かなというのと、あと、委託は県に委託され

ていて、どれぐらいの金額で委託されている

のかというのをリサーチしたんですけども、

約250万円ぐらいで委託料を払っているみた

いです、県は。なので、そんなに高いことも

ないし、このＴＥＴＡＵ自体もすごいスキル

の人の集まりなので、自分たちでも稼いでい

ますし、その分を補助とかにも回していると

いうことなんです。なので、橋本市で開催で

きないかということと、あと、橋本市独自で

委託というようなことはどうでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）まず、てたう

ということ、私たちもてとたろかとかという

方言がここに来ているんだなということを理

解しました。そんな中で、どんなてたうとい

うことをしているかというと、会員それぞれ

がお互いのいろんな課題を補いながら運営し

ているということ、また、その人たちが民間

の企業をいろんな形でてたうという仕組みが

構成されているんだなということで理解をし

ました。そこに関わっている方たち等の感想

とか、そういったものも読ませていただきま

したけども、非常に先ほど来、議員がおただ

しのとおり、やはり個人ではなく集団で関わ

っていることで安心して事業に取り組めてい

るという、そんなことを理解しています。 

 とは言いながらなんですが、県の委託事業

として、先ほど来、されているということで、

今、和歌山会場、田辺会場ということです。

過去、議会でもありましたとおり、狩猟免許

等についても田辺市や和歌山市の会場ではあ

るんですが、橋本市では狩猟の免許を取りた

いというニーズが高いので、橋本市でも開催

してくださいというようなことを県には要望

しています。今回のこの事業についてどんな

ニーズがあるのかも含めて、すごく重要にな

ると思いますので、県の担当者とじっくりと

相談しながら、対応したいなというふうに思

います。 

 制度としては、非常に私たちとしても勉強

のしがいがある制度だということを理解して

います。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）ニーズはたくさんある

と思います。私がフェアで締め切った後、も

う満員御礼なんですぐに締め切られて、40名

とかなので。なので、介護中であったり、急

に旦那さんが病気でというような方とかも相

談に乗ったんですけど、「このフェアがあった

らな」と言って、仕事を持ちながらも自分自

身がスキルを身につけてということができる

し、コミュニティがあるので、やっぱりそれ

はすごいことやなと思いますし、何ぼクラウ

ド上でオフィスがあるというても、やっぱり

近くにあるとないとでは全然違うと思うので、

橋本市民の人がほんまに潤ってほしいという

のが一番にありますので、できましたらそう

いう場所というか、フェアをする会場もしか

りですけれども、県に例えば橋本会場をとか

というようなことで要望をしていただくよう

なことというのはお考えでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）現時点では考

えはないんですけども、先ほど来、言ってい

るとおり、制度としては非常に分かりやすく

て充実したものであるし、ニーズとして今、

議員がおただしのようにかなり多くあるとい

うこともお聞きしていますので、実現できる

かどうかは協議していく、それから予算的な

こともありますが、協議は引き続き、県の担

当者により詳しく情報収集をしながら進めて

いきたいというふうに思います。 
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○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）ＴＥＴＡＵの代表の方

とも何回かお会いしているので、拠点が欲し

いですということで、呼んでいただけるなら

いつでも行きますというご返事も頂いていま

すので、ぜひともマッチングできたらという

ふうに思います。 

 そして、３番目になるんですけれども、現

在、橋本市では民間でシノダベースと、それ

からリンクハシモトということで、民間が運

営されているということで、これも会員制で、

個人の貸出しもあるということなんですけど

も、なんせ立地がシノダはあっちのほうやし、

橋本市の紀伊見荘も北部のほうなので、やっ

ぱりＷｉ－Ｆｉ環境でコワーキングって言っ

たら、駅前とかそういうところをイメージし

ますし、それこそ高校生とかが電車の待ち時

間とか、やっぱりＷｉ－Ｆｉがないと今はほ

んまにあかん時代なんと違うかなと思うし、

橋本駅前の活性化、空き家対策とかというの

もあるんかなというふうに思いますので、居

場所、あそこら辺は塾も多し、塾のお迎えを

待っている間とかということで、そこでちょ

っとパソコンとか携帯とかも使えるような環

境があればなというふうに思いますし、テレ

ワークで利用するということもできるかなと

いうふうに思います。 

 ちょうど研修が白浜でありまして、映像を

お願いしたいんですけど。全体を映すと名前

が出るということで、イメージになるんです

けど、すごい見晴らしがよくて、白浜空港の

真横ぐらいにあるスペースで、景色がすごい

いい、ガラス張りのめちゃめちゃきれいなと

ころでしたけども、そこで個室のブースなん

かは１時間800円とか、あんなきれいなところ

で、オープンスペースも600円とかで、１日借

りても2,000円、2,400円、1,800円という形で、

もしも橋本駅前にこういう内装で造っていた

だけるならありがたいなというふうに思うん

ですけども、その点はいかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）議員おただ

しのように、高校生などが電車の待ち時間で

あったりとか、塾の送り迎えの待ち時間であ

ったりとか、そういう時間に安心して過ごせ

る場所があると、また若い人たちの人通りも

増えて、にぎわいや活性化につながるのかな

というふうに思います。今のところ設置する

予定もありませんし、設置もしていないんで

すけれども、高校生や、それから市民の方の

ご意見も聞きながら、検討していきたいと思

っております。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君。 

○２番（板橋真弓君）今のところ予定はない

ということで、でも、意見を聞きながら検討

していただけるということですので、何とか

就労のセーフティーネットにもなるかと思う

んです。そこへ集えるということがまず大事

かなというふうに思いますので、何とかその

辺をコワーキング。民間で用意するというか、

それがいいとは思うんですけど、セーフティ

ーネット的に考えたら、ひとり親であったり

とか、ちょっと障がいがあったりとかという

ような方が利用できるような場所ということ

になると、企業やったらやっぱりようさん使

ってもらってもうけやなあかんとは思うんで

すけど、市として、公共の施設としてそうい

うものをつくっていただく。まずそれを一番

最初にやっていただけたらなというふうに思

います。 

 一応、それを強く要望いたしまして、私の

一般質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

○議長（森下伸吾君）２番 板橋君の一般質

問は終わりました。 
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○議長（森下伸吾君）お諮りいたします。 

 本日の会議は、この程度にとどめ延会し、

明12月５日午前９時30分から会議を開くこと

にいたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、そのように決しました。 

 本日はこれにて延会いたします。 

（午後４時16分 延会） 
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